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令和３年１１月１日 

保 健 福 祉 政 策 部 

 

 

世田谷区避難行動要支援者避難支援プランの改定（素案）について 

 

 

１ 主旨 

区では平成２９年３月に「世田谷区避難行動要支援者避難支援プラン」の改定を

行い避難行動要支援者の支援に取り組んできた。この度、災害対策基本法の改正及

び世田谷区地域防災計画[令和３年修正]の改定があり、国の動向に対応するととも

に、令和元年台風第１９号等での教訓を踏まえ、災害時における避難行動要支援者

への支援の実行性を高めるため、「世田谷区避難行動要支援者避難支援プランの改

定（素案）」について報告する。 

 

２ 改定の経緯 

（１）国において、甚大な被害をもたらした令和元年台風第１９号等の検討課題に対

応するため、令和３年５月に「災害対策基本法」及び関連法令が改正され、同年

６月に「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」及び「福祉避難所

の確保・運営ガイドライン」が改正された。 

（２）区内においても近年風水害が頻発し、これまでの対応における課題を整理し、

今後の対策を検討する「風水害対策総点検」を行った。 

 

３  改定の主なポイント 

（１）個別避難計画作成の推進 

〇自治体による個別避難計画作成は、自治体が優先度が高いと判断し、同意の得ら

れた避難行動要支援者から、おおむね５年程度で作成に取り組む。 

〇本人・地域団体による個別支援計画作成の推進に取り組む。 

本人や親族や地域団体等が作成したものを自治体に提出したものも個別避難計

画として扱える。また自治体が作成したものとの優劣はない。 

法改正前から「個別契約」や「命のバトン」等、既に作成しているものについ

ても個別避難計画と同程度の内容であれば、個別避難計画として取り扱う。 

（２）指定福祉避難所の設置 

〇直接避難ができるよう指定福祉避難所ごとに受入対象者を予め特定して、指定す

る。 

（３）風水害対策の強化 

〇大規模な風水害が発生する恐れの段階で災害対策本部の設置が可能になるため、

発災前からの水害時避難所の開設・運営体制の強化に取り組む。 

〇風水害時に早めの避難ができるよう平時から避難行動等の普及啓発に取り組む。 
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４ 取組みスケジュール 

 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

個別避難

計画 

○作成方法の検

討・調整 

 

○優先度ⅰの個別避

難計画作成 

○本人・地域団体向け

ガイドライン作成 

○優先度ⅱ及び

ⅲ の う ち 約

2,000人の個別

避難計画作成 

〇優先度ⅲのう

ち 6,000 人の

個別避難計画

作成 

〇更新作業 

福祉 

避難所 

○協定見直し 

○併設型指定福祉

避難所の検討 

○指定福祉避難所の

公示 

○受入対象者の特定 

○受入対象者の

指定 

 

風水害 

対策 

○水害時避難所の設置、運営強化 

○行動シートの配布 

○災害時緊急情報配信サービスの導入 

【作成の優先度について】 

ⅰ多摩川浸水想定区域内に住む避難行動要支援者（約 500人） 

ⅱ土砂災害警戒区域内に住む避難行動要支援者 

ⅲ上記ⅰ～ⅱ以外の避難行動要支援者 

※避難行動要支援者（令和３年２月現在 約 8,310人） 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

 令和４年２月 福祉保健常任委員会（改正案報告） 

        地域行政・災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会(改正案報告) 

令和４年４月 避難行動要支援者避難支援プランの改定 

       



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【改定の主なポイント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要配慮者と避難行動要支援者【第１章】 

 

 

【基本的な考え方】最も身近な支援者である町会・自治会との協定締結を推進

する。また、優先度の高い避難行動要支援者に対して個別避難計画作成を進

める。加えて本人・地域団体による個別避難計画の作成も推進することで、

自助・共助・公助による取組みでより実効性の高い支援体制を構築する。 

《避難行動要支援者支援事業の推進》 

○町会・自治会との協定締結の推進や協定締結後の活動の支援に取り組む。 

取組み例・町会・自治会向けガイドラインの改訂 

 

《個別避難計画の作成》 

〇優先度に応じて、庁内や福祉専門職と連携して個別避難計画作成に取り組む。 

取組み例・システムを活用した名簿作成・避難計画の作成及び更新 

    ・福祉専門職と連携した個別避難計画の作成 

    ・多摩川浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内に居住する優先度の高い避

難行動要支援者の個別避難計画作成 

〇本人・地域団体による個別避難計画作成の推進に取り組む。 

取組み例・本人や自主防災組織向けのガイドライン作成 

 

《重層的な安否確認体制構築》 

○まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会との三者

連携による地区の安否確認体制の強化を図る。 

取組み例・社会福祉協議会の災害福祉サポーターによる安否確認の実施 

○事業者等との連携や区の体制強化による重層的な安否確認体制も構築する。 

取組み例・介護事業者や障害者関連の事業者、障害者団体等との連携強化 

・災対地域本部（総合支所保健福祉課）から避難行動要支援者情報確認担

当を拠点隊に派遣し、地区で安否情報等を集約する体制を強化 

・移送事業者と協定を結び、災害時の移送手段の確保体制を強化 

①  安否確認、避難計画の強化 【第３章、第４章、第８章】 
 

 

《円滑な受入れ体制の整備》 

○指定福祉避難所（高齢者・障害者）への避難を効率的に行うため、事前

にマッチングを行い、避難先を特定して直接避難も可能とする。 

取組み例・風水害時の指定福祉避難所の設置 

 

《開設・運営への支援の強化》 

○協定施設が福祉避難所（高齢者・障害者）を円滑に開設・運営できるよ

う、平常時から連携強化を図る。 

取組み例・検討会や演習による福祉避難所（高齢者・障害者）運営マニュア

ルの実効性の向上 

    ・協定締結内容の見直し 

○福祉避難所（高齢者・障害者）で必要となる介護用品等の物資・資器

材、人材、移送手段の確保の充実を図る。 

 取組み例・広域用防災倉庫への福祉避難所用（高齢者・障害者）スペース設

置による備蓄の拡充 

     ・民間企業等との福祉用具等の供給に関する協定の締結 

     ・専門ボランティアや他自治体からの応援職員の受入れ 

・高齢者や障害者の移送に携わる事業者、団体等との連携 

② 福祉避難所（高齢者・障害者）の連携の強化【第５章】 

【避難行動要支援者】 約 8,300人 

① 要介護 4又は 5の者 

② ひとり暮らしの高齢者又は高齢者の

み世帯で要介護 3に該当する者 

③ 身体障害者手帳1級で次の種別に該当

する者 

視覚、四肢、体幹、半身、両下肢、 

片下肢、移動、聴覚（2級まで） 

④ 愛の手帳 1度又は 2度の者 

⑤ 精神障害や難病の者等のうち区長が

特に必要と認めた者 

世田谷区避難行動要支援者避難支援プランの改定（素案）【概要版】  令和３年９月 

世  田  谷  区 

※「個別計画（個別支援カード）」の表記は、災害対策基本法に基づき、 

「個別避難計画」へ用語を整理しました。 

要配慮者…高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦 

     外国人等 

《策定の背景とこれまでの取組み》 

○主な取組み 

・避難行動要支援者名簿の作成・配備 

・町会・自治会との避難行動要支援者支援事業の実施 

・福祉避難所（高齢者・障害者）の協定拡充 

 

【個別避難計画作成の努力義務化】 

優先度が高いと区が判断した者について、おお

むね５年程度で取り組む。 

【指定福祉避難所の設置】 

公示を伴う事前マッチングによる直接避難。 

【風水害対策の強化】 

災害が発生する恐れの段階で災害対策本部の

設置が可能になり、発生前から避難所を開設。 

※参考資料有 

《改定の目的》 

災害対策基本法の改正等の国の

動向に対応するとともに、令和元年

台風第１９号等の教訓を踏まえ、災

害時における避難行動要支援者へ

の支援の実効性を高める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【
計
画
の
構
成
】 

第１章 総則 
第２章 避難行動要支援者情報の収集・共有の方法 
第３章 避難支援体制 
第４章 情報伝達・安否確認・避難誘導 
第５章 避難所における支援 
第６章 普及啓発 
第７章 風水害対策   
第８章 計画の推進に向けて 

《改定の重点課題》 

① 安否確認、避難計画の強化 

② 福祉避難所の連携の強化 

③ 風水害対策の強化 

 

 

《適切な避難情報の周知と避難支援》 

〇災害発生前からの避難所の開設・運営体制の強化に取り組む。 

取組み例・水害時避難所の設置 

○風水害時に事前に避難できるよう平時から支援体制の強化に取り組む 

取組み例・多摩川浸水想定区域内の避難行動要支援者に対して啓発物配布 

・電話・FAXによる災害時緊急情報配信サービスの導入 

③風水害対策の強化 【第７章】 

【
改
定
の
経
緯
】 
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【用語について】 

○世田谷区では避難行動要支援者支援事業を通じて「個別計画（個別支援カー

ド）」という用語が広く定着しているが、令和３年５月の災害対策基本法の改

正に基づき、「個別避難計画」へと用語を見直した。 
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第１章 総則 

 

１ 基本的考え方 

 計画の目的 

    近年、全国的に多発する自然災害における犠牲者の多くは高齢者や障害者で

あり、自力での避難が困難な高齢者や障害者といった、いわゆる避難行動要支

援者1に対する避難支援体制を整えることが全国の自治体において喫緊の課題

となっている。 

    災害発生時には、自分の身は自分で守る「自助」、地域や近隣の人々による

「共助」、行政による「公助」が連携して機能することで、被害の軽減を図るこ

とができる。中でも災害発生直後の初動期には、過去の災害を見ても、「自助」

「共助」の取組みが非常に重要であり、避難行動要支援者本人、家族、近隣、

地域の人々による日頃からの災害時への備え、「自分たちのまちは自分たちで

守る」助けあい意識の向上が対策の基本となる。 

この計画は、避難行動要支援者の避難支援対策について、その基本的な考え

方や進め方を取りまとめたものであり、「自助」「共助」「公助」の役割分担と一

層の連携により、避難行動要支援者への安否確認や避難支援の体制整備等を図

り、もって地域の安全・安心体制を強化することを目的とするものである。 

 

 これまでの区の取組み 

    区では、平成 19 年 3 月から、町会・自治会や民生委員・児童委員など地域

の支援者に災害時要援護者2名簿を提供し、名簿を活用した地域の助けあい活

動を促進する「災害時要援護者支援事業」を開始した。 

    平成 22年 3月には、国の「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」（平成

18 年 3 月）に基づき、「世田谷区災害時要援護者避難支援プラン（全体計画）」

を策定し、災害時要援護者対策に取り組んできた。 

    平成 25 年 6 月には国が災害対策基本法の改正、同年 8 月には「避難行動要

支援者の避難支援に関する取組み」の策定を行った。区ではこうした国の動向

に対応するとともに、災害対策総点検3に基づく取組み成果等を反映させるた

め、平成 29 年 3 月に「世田谷区避難行動要支援者避難支援プラン」を改定し

た。 

 

 

                                            
1 避難行動要支援者（災害対策基本法第 49 条の 10 第 1 項） 

要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難

な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者 
2 災害時要援護者 

 平成 25 年 6 月の災害対策基本法改正前まで、国のガイドライン（「災害時要援護者の避難支援ガ

イドライン」）・通知等で用いられていた用語。法改正により、「要配慮者」「避難行動要支援者」と

いう用語に整理された。 

3 災害対策総点検 

 東日本大震災を踏まえ、災害時において、実効性の高い対策と態勢の強化を図ることを目的に、全

庁を挙げて災害対策の総点検に取り組んだもの。 
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 改定の趣旨 

    平成 23年の東日本大震災においては、被災者全体の死亡者のうち 65歳以上

の高齢者が約 6割を占め、障害者の死亡率が被災住民全体の死亡率の約 2倍に

のぼった。また、近年の災害においても、災害における全体の死者のうち 65歳

以上の高齢者の割合は、令和元年台風 19 号では約 65％、令和 2年 7 月豪雨で

は約 79％であり、依然として高齢者や障害者等が犠牲となっている。 

国は、令和元年台風 19 号による災害を踏まえ、有識者会議において避難行

動要支援者名簿及び個別避難計画等の制度面における改善の方向性が示され

た。令和 3年 5月には災害対策基本法が改正され、個別避難計画作成が努力義

務化され、併せて「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」も改

定された。 

    区では、こうした国の動向に対応するとともに、前回の計画に基づく取組み

や令和元年台風 19 号を受けて実施した風水害対策総点検に基づく取組みの成

果を計画に反映し、災害時における避難行動要支援者への支援がより実効性の

あるものとなるよう「世田谷区避難行動要支援者避難支援プラン」を改定する。 

 

 

 

１． 安否確認、避難計画の強化 

安否確認の担い手の拡充や、安否確認情報を迅速に集約する体制

を検討する。優先度の高い者から個別避難計画の作成を行う。 

２． 避難生活の支援の強化 

在宅や避難所で生活している要介護高齢者や障害者等への福祉サ

ービスの提供等を検討する。指定福祉避難所を設置して、予め受入

対象者を特定することにより、直接避難を推進する。 

３． 風水害対策の強化 

風水害時に事前に避難できる体制づくりに強化に取り組む。 

 

２ 計画の位置づけ 

 位置づけ 

この計画は、上位計画である「世田谷区地域防災計画」震災編の「第 2部 施

策ごとの具体的計画（予防・応急・復旧計画）」の「第 2章 区民との地域の防

災力向上」及び「第 9章 避難者対策」等における避難行動要支援者対策を具

体化したものである。 

また、この計画は、区の保健医療福祉に係る計画である「世田谷区地域保健

医療福祉総合計画」や区の福祉関連計画である「世田谷区高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画」及び「せたがやノーマライゼーションプラン」と整合を図

るとともに、風水害対策については、区の「世田谷区豪雨対策基本方針」や「世

田谷区豪雨対策行動計画」等との整合を図るものとする。 

 

重点課題 
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【計画の体系図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都地域防災計画 

世田谷区地域防災計画 

 
避難行動要支援者対策 

世田谷区 

避難行動要支援者避難支援プラン 

区の総合的な計画 

 

・基本構想 

・基本計画 

・地域保健医療福祉総合 

計画  

  等 

区の分野別計画 

 

・高齢者保健福祉計画・ 

介護保険事業計画 

・ノーマライゼーション 

プラン（障害者計画） 

・豪雨対策基本方針 

・豪雨対策行動計画 

          等 

整合 

整合 
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 計画の対象者の考え方 

    災害時において特に配慮が必要とされる要配慮者4は、高齢者や障害者、乳幼

児、妊産婦、外国人などが含まれる。 

この要配慮者には、医療機関や施設への入院・入所中で日常生活において常

時必要な支援を受けている者や、妊産婦や外国人などのように災害時に適切に

情報を入手できれば自力で避難することができる者も含まれており、その状況

は様々である。 

このため、本計画においては、支援すべき要配慮者の状況等を勘案し、発災

直後の安否確認・避難支援においては、家族等以外の第三者の支援がなければ

避難できない高齢者や障害者を中心とした避難行動要支援者を対象とし、乳幼

児や妊産婦等の多様な事情を抱える避難者については、安全に過ごせるよう、

避難生活の支援について配慮を行うこととする。 

 

 計画で対象とする範囲 

    この計画は、平常時の災害への備えと、発災後の安否確認・避難支援から避

難所への支援等が行われる期間を中心に対策をまとめたものである。 

 

 計画の期間 

    計画期間は、世田谷区地域防災計画（令和 3年修正）を受け、令和 4年 4

月からとする。 

  

                                            
4 要配慮者（災害対策基本法第 8 条第 2 項第 15 号） 

 高齢者、障害者、乳幼児、その他特に配慮を要する者 
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３ 想定する災害 

この計画は、平成 24年 4月の東京都防災会議による「首都直下地震等による東

京の被害想定」を前提として区の被害状況を想定し、対策をとりまとめた。 

 

《主な想定被害》 

区 分 項 目 被 害 想 定 

条件等 

震源・規模 
東京湾北部 

マグニチュード 7.3 

時期及び時刻 冬の夕方 18時 

風 速 8ｍ/秒 

震 度 
6 強地域面積比率 66.80％ 

6 弱地域面積比率 33.20％ 

人的被害 

死 者 655人 

 
原
因
別 

建物被害・屋内収容物 215人 

急傾斜地崩壊 3人 

火災 411人 

ブロック塀等 26人 

落下物 1人 

負傷者 

（うち重症者） 

7,449人 

（1,366人） 

建物被害 

ゆれ等による全壊 6,074棟 

火災による全焼 

（全壊建物を含まない） 
21,727棟 

ライフライン 

被害 

電力（停電率 火災考慮） 19.40％ 

通信（電話の不通率） 12.70％ 

ガス（都市ガスの供給停止率） 1.20％ 

上水道（断水率 1 日目） 30.80％ 

下水道（管きょ被害率） 24.70％ 

その他 

帰宅困難者数 168,047人 

1 日後の自宅外避難者数 

（うち避難所生活者数） 

242,390人 

（157,553人） 

エレベーター閉じ込め台数 269台 

 

※風水害対策については、「第７章 風水害対策」を参照。 
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４ 要配慮者・避難行動要支援者・避難支援者 

  

 要配慮者 

災害から自らを守るために、安全な場所に避難するなどの行動をとるのに

支援を要する者や被災後の避難所5や在宅での避難生活に配慮や支援が必要な

者とする。区では、要配慮者を次のとおりとする。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
5 避難所 

 自宅での生活に支障をきたすため、被災者が一時的に避難生活を行う場所。区では、指定避難所、

予備避難所及び福祉避難所を準備している（世田谷区地域防災計画［平成 29 年修正］より）。 

【高齢者】ひとり暮らしの高齢者、高齢者のみ世帯の高齢者、 

要介護高齢者 など 

【障害者】視覚・聴覚・言語・肢体不自由・内部障害、知的障害、 

精神障害、難病患者 など 

【状況によって配慮が必要となる者】 乳幼児、妊産婦、外国人 など 

《参考》区内の要配慮者の概数（重複している場合あり） 

 

① ひとり暮らし高齢者のみの世帯           ●●世帯 

② 高齢者のみ世帯            ●●世帯 

（ひとり暮らし高齢者のみの世帯を除く）         

③ 介護認定者（要介護 1～5）              ●●人 

④ 障害者（各手帳保持者等＋難病）        ●●人 

⑤ 乳幼児（0～5 歳）                     ●●人 

⑥ 妊産婦（妊娠届）               ●●人 

⑦ 外国人                                 ●●人 

               

※①及び②は世田谷区保健福祉総合情報システムによる平成 26年 4月 1日現在の人

数及び世帯数 

※③は平成 28年 3月 31日現在の認定者数 

※④は区で実施している障害者施策の利用者を目的別に電算入力した数字をもとに

した平成 28年 4月 1日現在の人数 

※⑤及び⑦は住民基本台帳に基づく平成 28年 1月 1日現在の人数。なお、乳幼児は

日本人のみの人数。 

 ※⑥は平成 27年度中の妊娠届数 

数値を最新に変更する 
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 避難行動要支援者 

要配慮者のうち、災害発生時や災害が発生するおそれがある場合に、自力で

避難することが難しい者又は避難に時間を要する者等で、その円滑かつ迅速な

避難の確保を図るために特に支援を要する者とする。 

なお、福祉施設や医療機関等に入所・入院している者については、当該施設

の職員等が災害時の避難支援等を行うことが可能なため、避難行動要支援者の

対象には含まない。 

区では、避難行動要支援者の要件を次のとおりとし、その名簿を作成す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※精神障害や難病は手帳の等級や疾病、症状等で一律に判断することが難

しいため、名簿登載を希望する場合は自ら申し出ることとし、区はその

者の状況等を勘案して判断する。 

      なお、実施時期については、庁内や関係団体等と具体的な対応を整理し

た上で実施するものとする。 

 

 

《参考》地域別の避難行動要支援者数（平成 29年 2月時点） 

                                （単位：人） 

地域 
避難行動 

要支援者数 

対象事由別 

要介護等 身体障害 知的障害 

世田谷 2,196 1,522  720  233  

北 沢 1,503 1,106  478  122  

玉 川 1,966 1,412  608  189  

砧 1,828 1,289  582  200  

烏 山 1,117 696  440  140  

合 計 8,610 6,025  2,828  884  

※対象事由は重複する場合があるため、避難行動要支援者数の合計と一致しない。 

  

① 要介護 4又は 5に該当する者 

② ひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみ世帯で要介護３に該当する者 

（近隣に常時その者の様子を知り得る親族がいる者を除く） 

③ 身体障害者手帳 1級で次の種別に該当する者 

視覚、四肢、体幹、半身、両下肢、片下肢、移動、聴覚 

 ※聴覚障害は 2級までを対象とする。 

④ 愛の手帳 1度又は 2度の者 

⑤ 精神障害や難病の者等のうち区長が特に必要と認めた者 

数値を最新に変更する 
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《参考》要配慮者と避難行動要支援者の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※避難行動要支援者は、発災直後や発災のおそれがある場合における避難

行動に焦点を当てて対象要件を定めているが、避難後の生活の段階に至

ると、支援が必要となる対象を要配慮者として広く捉え、対策に取り組

む必要がある。 

 

 避難支援者6 

    避難行動要支援者の安否確認や避難支援等に携わる関係者のことであり、区

では避難支援者として次の関係者を想定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
6 避難支援者 

 災害対策基本法における避難支援等関係者のこと。消防機関、都道府県警察、民生委員法に定める

民生委員、社会福祉法第 109 条第 1 項に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避

難支援等の実施に携わる関係者（災害対策基本法第 49 条の 11 第 2 項） 

 

要配慮者 

発災前の備え 発災時の避難 避難後の生活 

① 町会・自治会  ②民生委員・児童委員  ③世田谷区社会福祉協議会 

④地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター） 

⑤保健福祉サービス事業者  ⑥世田谷ボランティア協会 

⑦警察署  ⑧消防署・消防団 

 避難行動要支援者 
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５ 避難支援の仕組み・進め方 

 安否確認・避難支援体制の整備、情報の共有 

    区は、関係所管や関係機関等と連携・協力し、避難行動要支援者の避難支援

体制を構築するとともに、災害発生時において避難行動要支援者の安否確認や

避難誘導、また避難所等での支援を的確に行うため、避難行動要支援者を把握

し、関係機関等との共有に努める。 

 

 情報の伝達・安否確認・避難誘導 

区は、災害時に避難情報等の必要な情報を確実に避難行動要支援者本人、家

族等に伝達できるよう情報伝達体制の整備に努める。また、各関係機関との連

携・協働により避難行動要支援者の安否確認・避難誘導を行う。 

 

 避難生活の支援 

    区は、避難行動要支援者が避難生活に対応できるよう避難所環境の配慮や必

要な支援について検討を進める。また、区内の福祉避難所（高齢者・障害者）

については、高齢者や障害者のニーズに対応するため、協定施設の拡充に努め

る。 

 

 普及・啓発 

    災害時に避難行動要支援者の安否確認・避難支援が迅速かつ円滑に行われる

ためには、避難行動要支援者本人・家族、地域住民一人ひとりが、災害時にお

ける自助・共助の重要性についての認識を深め、日頃から災害に備えた準備・

行動を行うことが重要である。区は、避難行動要支援者・家族・地域住民に対

して防災意識・防災知識の普及・啓発の強化に努める。 
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第２章  避難行動要支援者情報の収集・共有の方法 

 

災害発生時において避難行動要支援者の安否確認や避難誘導、また避難所等での支

援を的確に行うためには、日頃から避難行動要支援者を把握し、関係者間で情報を共

有しておくことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 対象者名簿の作成・配備 

  世田谷区は、区内の避難行動要支援者に関する避難支援等を円滑に実施するため、

次のとおり対象者名簿を作成し、区の関係所管に配備するとともに、消防署及び警

察署に提供する。 

 

 対象者名簿の対象範囲 

① 要介護 4又は 5に該当する者 

② ひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみ世帯で要介護 3 に該当する者（近

隣に常時その者の様子を知り得る親族がいる者を除く） 

③ 身体障害者手帳 1級で次の種別に該当する者 

視覚、四肢、体幹、半身、両下肢、片下肢、移動、聴覚 

※聴覚障害は 2級までを対象とする。 

④ 愛の手帳 1度又は 2度の者 

⑤ 精神障害や難病の者等のうち区長が特に必要と認めた者 

＜改定にあたっての課題＞ 

○協定締結を行った町会・自治会が全体の約 5割にとどまり、協定辞退をする町

会・自治会も出ている。また区では、協定を締結した町会・自治会に避難行動

要支援者名簿を提供しているが、避難行動要支援者本人から名簿登載の同意を

得られた者が約 6割にとどまっている。 

○個別避難計画の作成について、区単独での作成は難しいため、福祉専門職との

連携が必要になってくる。 

【世田谷区の名簿】 

 区では、災害対策基本法第 49条の 10から第 49条の 13に規定する「避難行動

要支援者名簿」として、2種類の名簿を作成する。 

① 対象者名簿 

災害対策基本法で作成が義務づけられた避難行動要支援者名簿のこと。 

② 同意者名簿 

事前に町会・自治会等の避難支援者へ提供するための名簿で、避難行動要

支援者本人の同意を得た者を登載した名簿のこと。 
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  ※上記範囲の該当者のうち施設入所者については、当該施設の職員等の対応と

し、対象者名簿に登載する対象者から除外する。 

  ※協定を締結した町会・自治会の申し出により、上記範囲以外にも対象を拡大

するとした場合は、対象者名簿の登載者に含めることができる。 

  ※⑤については、手帳の等級や疾病、症状等で一律に判断することが難しいた

め、名簿登載を希望する場合は自ら申し出ることとし、区はその者の状況等

を勘案して判断する。 

 

 対象者名簿の記載項目  

    対象者名簿には、避難行動要支援者に関する次の事項を記載する。 

① 氏名 

② 生年月日 

③ 年齢 

④ 性別 

⑤ 住所 

⑥ 電話番号・ＦＡＸ番号 

⑦ 避難支援等を必要とする事由（要介護・身体障害・知的障害等） 

⑧ 世帯主氏名 

⑨ 町会・自治会名 

⑩ 避難所名 

⑪ その他、避難支援等の実施に関し区長が必要と認める事項 

 

 対象者名簿の基情報 

区は、福祉担当所管で管理している情報をもとに、名簿登載の対象範囲に該

当する者を抽出した対象者名簿を作成する。 

 

 関係所管・関係機関への配備・提供 

対象者名簿は、次に掲げる関係所管への配備及び関係機関への提供を行い、

平常時から避難行動要支援者情報を把握・共有し、災害時に迅速に活用できる

よう努める。 

《関係所管》 

 まちづくりセンター、総合支所保健福祉課、保健福祉政策部保健医療福祉

推進課 

《関係機関》 

 消防署、警察署 

 

 対象者名簿の更新 

原則として、まちづくりセンター及び総合支所保健福祉課、保健福祉政策部

保健医療福祉推進課に配備する対象者名簿は年 3回更新する。 

消防署及び警察署に提供する対象者名簿は原則として年１回更新する。 
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２ 同意者名簿の作成・配備 

大規模な災害発生直後の初動期において、避難行動要支援者の避難支援を円滑に

実施するためには、地域での助けあい（共助）が重要である。 

区は、平常時から名簿情報を提供するため、避難行動要支援者本人の同意を得た

上で同意者名簿を作成し、区と協定を締結した町会・自治会及び該当地区の民生委

員・児童委員に提供する。 

 

 同意者名簿の対象範囲 

同意者名簿へ登載する対象者の範囲は、前述１（1）で示した対象者名簿の

対象範囲を基本とし、区と町会・自治会との協議により、協定のなかで定め

ることとする。 

 

 同意者名簿の基情報 

同意者名簿は、前述１の対象者名簿をもとに作成する。 

 

 同意者名簿の記載項目 

同意者名簿には、避難行動要支援者に関する次の事項を記載する。 

① 氏名 

② 年齢 

③ 性別 

④ 住所 

⑤ 電話番号・ＦＡＸ番号 

⑥ 避難支援等を必要とする事由（要介護・身体障害・知的障害等） 

⑦ 世帯主氏名 

⑧ 町会・自治会名 

⑨ 避難所名 

⑩ その他、避難支援等の実施に関し区長が必要と認める事項 

 

 避難行動要支援者本人の同意確認  

区は、同意者名簿への登載及び提供について、避難行動要支援者本人に書

面により意思確認を行う。 

①同意確認の対象者 

協定を締結した町会・自治会の活動対象区域に居住する避難行動要支援者の

うち、下記に該当する者を対象とする。 

ⅰ）新たに協定を締結した町会・自治会については、すべての避難行動要支

援者 

ⅱ）すでに協定を締結している町会・自治会については、前回の名簿更新後

に新たに対象となった者及び前回の名簿更新時に不同意または辞退し

た者 
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②同意確認の方法 

総合支所保健福祉課が対象者に同意確認通知書（様式）を郵送する。 

③同意確認にあたっての配慮 

同意確認通知書を郵送する際には、案内文及び事業を紹介したリーフレッ

トを同封するなど、避難行動要支援者が事業の内容を理解しやすいように配

慮する。 

また、期限までに回答の届かない者については、総合支所保健福祉課が電

話等による確認等の対応を行う。 

 

 同意者名簿の提供先 

同意者名簿は、区と「避難行動要支援者の支援に関する協定7」を締結した

町会・自治会及び該当地区の民生委員・児童委員に提供する。 

 

《名簿提供までの手順》 

① 協定締結 

区と町会・自治会とで、地域の助けあい活動の推進や避難行動要支援

者名簿の管理等に関する「避難行動要支援者の支援に関する協定」を締

結する。 

② 名簿登載の同意確認 

区は該当地区の避難行動要支援者へ名簿登載についての同意確認を

行う。 

③ 同意者名簿の作成 

区は名簿登載に同意した避難行動要支援者を対象とする名簿を作成

する。 

④ 同意者名簿の提供 

区は、町会・自治会及び該当地区を担当する民生委員・児童委員へ名

簿を提供する。 

⑤ 地域の助けあい活動 

町会・自治会及び民生委員・児童委員は、互いに連携・協力して、名

簿の情報を活用した助けあい活動に取り組む。 

 

 同意者名簿の更新 

同意者名簿は、原則として年 1回更新し、不要となった更新前の名簿は区

へ返却するものとする。 

 

 同意者名簿の活用 

区と協定を締結した町会・自治会は、該当地区の民生委員・児童委員との連

携及び協力して、同意者名簿に登載された避難行動要支援者に対して、災害時

及び平常時からの地域住民相互の助けあい活動を行う。 

                                            
7 避難行動要支援者の支援に関する協定 

 従来の「災害時要援護者の支援に関する協定」をさす。 
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 平常時からの名簿提供に不同意であった者の情報の提供 

区が協定を締結した町会・自治会等に事前に提供している同意者名簿は、本

人の同意を得た者のみを登載している。しかし、災害発生時又は発災のおそれ

がある場合には、名簿登載に不同意の者や区と協定を締結していない町会・自

治会の区域に居住する者への避難支援も必要となる。 

そのため、災害発生時又は発災のおそれがある場合には、区長の判断により、

避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、区が配備している対象者名簿

を避難支援者等に提供する（災害対策基本法第 49条の 11第 3項）。 

 

３ 個別避難計画の作成・提供 

  令和 3年の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者の個別避難計画の作

成が努力義務化された。特に発災前にリードタイムがあるものでは避難計画を作成

しておくことが重要である。世田谷区は優先度の高い者から、本人の同意を得た上

で個別避難計画を作成する。また平時の際は、本人から同意を得た上で、支援者に

対して個別避難計画を提供する。 

 

（１）区が作成する個別避難計画 

 区では優先度をつけて、個別避難計画を作成していく。 

 優先度について：ⅰ多摩川浸水想定区域内に住む避難行動要支援者 

ⅱ土砂災害警戒区域内に住む避難行動要支援者 

ⅲ上記ⅰ及びⅱ以外の避難行動要支援者 

 

（２）本人・地域団体等が作成する個別避難計画 

  本人や親族や地域団体が作成した個別避難計画を区に提出したものも個別

避難計画として扱える。また区が作成した個別避難計画と本人・地域団体等が

作成した個別避難計画に優劣はない。 

法改正前から「個別計画」や地域の取組みで作成しているものについても個

別避難計画と同様の内容であれば、個別避難計画として取り扱う。 

 

《参考》地域による取組み例 

事業名 実施地区 内容 

命のバトン 太子堂、若林 万が一の緊急時に備えて必要

な情報（名前・住所・連絡先・

身体状況・かかりつけ医等）を

記載し、冷蔵庫のドアポケット

に保管する。 

いのちのバトン 上祖師谷 

あんしんカード 
深沢、用賀、上野毛、 

烏山 

緊急安心カード 砧地域 
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４ 名簿・個別避難計画の作成に関する関係部署の役割分担 

  対象者名簿、同意者名簿及び個別避難計画の作成・更新等にあたっては、区は関

係所管で下記のとおり、役割を分担する。 

所管名 役割 

各総合支所地域振興課 町会・自治会との協定締結や同意者名簿、個別避

難計画の提供等に関すること 

各総合支所生活支援課 民生委員・児童委員への同意者名簿及び個別避難

計画の提供等に関すること 

各総合支所保健福祉課 対象者名簿、同意者名簿及び個別避難計画の作

成・更新等に関すること 

危機管理室災害対策課 消防署や警察署への対象者名簿及び個別避難計

画の提供等に関すること 

保健福祉政策部保健医療福

祉推進課 

事業全体の調整や個別避難計画の作成・更新等に

関すること 

 

５ 個人情報の取扱い 

（１）対象者名簿 

区は、世田谷区個人情報保護条例等に基づき、個人情報の適正な管理及び安

全の保護を図る。 

 

（２）同意者名簿 

    同意者名簿には地域の町会・自治会等への個人情報の提供に同意を得た者の

みを登載する。また、区と町会・自治会等は、名簿の管理等について、事故・

漏えいの防止や名簿管理者の区への届け出などの遵守事項を定めた協定を締

結する。 

（３）個別避難計画 

   区は、世田谷区個人情報保護条例等に基づき、個人情報の適正な管理及び安

全の保護を図る。個別避難計画は作成及び提供の同意を得た者のみ、作成及び

支援者への提供をする。 

 

《町会・自治会との協定書で定めている遵守事項》（令和３年４月時点） 

① 名簿の紛失、破損、改ざんその他の事故を防止すること。 

② 個人情報の漏えいを防止すること。 

③ 名簿に登載されている個人情報を事業の目的以外に使用しないこと。 

④ 名簿を複写しないこと。 

⑤ 名簿を保管・管理する者として名簿管理者を定め、その者の関与の下に

町会・自治会の内部において名簿を使用すること。 

⑥ 名簿管理責任者の住所、氏名等を名簿管理者届により区に届け出ること

（名簿管理責任者に変更があった場合及び名簿管理責任者の住所、氏名

等に変更があった場合も同様とする。）。 
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⑦ 町会・自治会の外部へは名簿の情報を提供しないこと。 

  

【避難行動要支援者名簿の作成、提供の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

避難行動要支援者の抽出 

名簿作成に必要な情報を区の福祉担当部署より収集 

対象者名簿の作成 

区から対象者に対して情報提供に関する同意確認 

町会・自治会との協定締結 

同意 

同意者名簿の作成 

※災害発生時または発生のおそれがある場合には、必要な限度で、不同意

者を含む名簿（対象者名簿）を避難支援者等に提供する。 

平常時から同意者名簿を提供 

 

 

 

※まちづくりセンター、総合支所保健

福祉課にも配備 

協定締結した町会・自治会 

該当地区の民生委員・児童委員 

平常時から対象者名簿を配備・提供 

消防署、警察署 

まちづくりセンター 

総合支所保健福祉課 

保健福祉政策部保健医療福祉推進課

進課 

不同意 
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【個別避難計画作成、提供の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難行動要支援者対象者 

個別避難計画作成およびデータ活用の同意 

※データ活用の同意は介護保険制度、障害福祉サービス利用者のみ 

区が個別避難計画作成 

※委託想定範囲 
名簿データ及び介護保険制度、障害福祉サービスデータを突合し、個別避難計画を作成する。本
人に送付し、避難に関する項目や外部提供に関する同意を確認し、データ及び紙媒体を作成し納
品する。 
多摩川浸水想定区域及び土砂災害警戒区域については本人からの返信がない場合及び本人記
入欄に未記入がある場合に一定期間をおいて再度確認する。 

区及び本人が保管   

 

本人・地域団体等によって、もしくは区他事業にて個別避難計画作成済 

NO 

作成後、区に提出（任意） 

YES 

データ活用し個別避難計画（一部）を作成 

本人状況、避難場所、移動方

法、支援者連絡先等を確認 

※介護保険制度、 

障害福祉サービス利用者 

〇区記載事項を確認 

〇避難場所、移動方法、支援

者連絡先等を記入 

区 

区 避難行動要支援者 

外部提供に関する本人及び支援者の同意 

支援者に提供（支援者の同意が得られた場合） 

 

避難行動要支援者 
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第３章 避難支援体制 

 

 区は、この計画の円滑な運用を図るため、庁内の関係所管や関係機関等と連携・協

力し、次のとおり避難行動要支援者の避難支援体制を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 避難行動要支援者支援検討部会8の設置 

区は、避難行動要支援者支援に関して、庁内での情報共有及び対策の検討を進め

るための組織として、世田谷区災害対策推進本部の部会として避難行動要支援者支

援検討部会を設置する。 

 

２ 避難行動要支援者支援班等の設置 

区は、災害時に、避難行動要支援者の安否確認や避難支援、福祉避難所（高齢者・

障害者）の利用調整等、必要な支援を迅速かつ的確に行うため、災対保健福祉政策

部に避難行動要支援者支援班や福祉避難所対策班等を設置するとともに、各災対地

域本部（総合支所保健福祉課）に避難支援班を設置し、支援業務を行うものとする。 

なお、今回の計画改定に基づき、災対地域本部（総合支所保健福祉課）に避難行

動要支援者情報確認担当を設け、各地区の避難行動要支援者の安否情報等の集約・

整理を行う体制を整備する。 

   

  

                                            
8 避難行動要支援者支援検討部会 

従来の「災害時要援護者支援検討部会」をさす。世田谷区災害対策推進本部の部会として設置して

いる（世田谷区災害対策推進本部設置要綱、世田谷区災害時要援護者支援検討部会設置要綱）。 

＜改定にあたっての課題＞ 

区の体制整備 

○災害時に町会・自治会等の避難支援者から集まってくる安否確認情報を迅速に

集約するため、避難行動要支援者の安否情報等の集約・整理に関する役割を明

確にする必要がある。 

関係機関等との連携 

○世田谷区民生委員児童委員協議会や世田谷区社会福祉協議会では、災害時にお

ける活動をまとめたマニュアルの策定等を進めており、区の避難行動要支援者

避難支援プランとの整合を図る必要がある。 



 

19 

 【避難行動要支援者支援に関する区の体制（災害時）】9 

部 班名 関連する事務分掌 

災対保健福祉政

策部 

【保健福祉政策

部、障害福祉部、

高齢福祉部、子

ども・若者部】 

総務・情報連

絡班 

・災対保健福祉政策部内の連絡調整及び

庶務に関すること 

・災対各部との連絡調整に関すること 

避難行動要支

援者支援班 

・避難行動要支援者への支援に関する総

合調整に関すること 

福祉避難所対

策班 

・福祉避難所（高齢者・障害者）の設置及

び運営に関すること 

ボランティア

支援班 

・ボランティアに関する総合調整に関す

ること 

子ども対策班 ・保育園、児童館等の再開に関すること 

・乳幼児対策に関すること 

・福祉避難所（母子）の設置及び運営に関

すること。 

災対地域本部 

【各総合支所】 

避難支援班 

（避難行動要

支援者支援、

避難所支援） 

・被災区民への総合的な福祉サービスの

提供に関すること 

・避難行動要支援者の安否確認等に関す

ること 

・避難所の設置及び運営に関すること 

・福祉避難所（高齢者・障害者）の入所に

関すること 

避難行動要支

援者情報確認

担当 

・各地区の避難行動要支援者の安否情報

等の集約・整理に関すること 

拠点隊 

【まちづくりセンター】 

・安否情報の収集に関すること 

・避難所の運営支援と避難者の状況把握

に関すること 

 

     

  

                                            
9 班名及び事務分掌 

 班の名称や各班の事務分掌は、世田谷区地域防災計画［平成 29 年修正］を踏まえた震災時初動期

職員行動マニュアルの見直しにより変更になる場合もある。 
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３ 関係機関及び地域との連携・協働 

災害発生時における避難行動要支援者の安否確認・避難支援には、区のみなら

ず、地域団体や事業者、関係機関等のさまざまな避難支援者との連携・協働が必

要不可欠である。 

区では、まちづくりセンターと社会福祉協議会、地域包括支援センター（あん

しんすこやかセンター）の三者連携により、避難支援者とも連携・協働して、安

否情報等を集約・整理する体制の充実を図る。 

 

 町会・自治会 

町会・自治会は、避難行動要支援者支援事業10において、区が提供した名簿

を活用した地域の助けあい活動を行う。災害時には、自身や家族の安全を確

保した上で、避難行動要支援者の安否確認などの助けあい活動を可能な範囲

において行う。 

 

 民生委員・児童委員  

    世田谷区民生委員児童委員協議会では、「民生委員・児童委員災害対応マニ

ュアル」に基づき、災害時には民生委員・児童委員として日頃の訪問や見守

り活動等で把握している者の安否確認と避難支援の活動を行うとともに、区

と連携して避難行動要支援者等の安否確認に可能な範囲で協力する。 

また、避難所や在宅での被災者のニーズを把握して支援につなげることに

努める。 

 

 世田谷区社会福祉協議会 

世田谷区社会福祉協議会では、災害時には要配慮者等の安否確認や避難支

援を行うとともに、区及び世田谷ボランティア協会と平成 25年 3月に締結し

た災害協定に基づき、高齢者や障害者等の福祉的サポートが必要な被災者の

避難所や在宅における避難生活への支援等を行う。 

また、地区担当職員は、まちづくりセンターや地域包括支援センター（あ

んしんすこやかセンター）と三者で連携して避難行動要支援者の安否情報等

の集約・整理に協力する。 

 

 地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター） 

地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）の運営事業者は、委

託契約に基づき、平常時から地区の高齢者（見守りが必要な高齢者等）のフ

ォロー者リストを作成し、災害時には地区の高齢者（見守りが必要な高齢者

等）について安否確認に努める。 

また、まちづくりセンターや社会福祉協議会と三者で連携して避難行動要

支援者の安否情報等の集約・整理に協力する。 

                                            
10 避難行動要支援者支援事業 

 従来の災害時要援護者支援事業をさす。事業の詳細は、第 4 章情報伝達・安否確認・避難誘導を参

照。 
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 保健福祉サービス事業者 

東日本大震災では、保健福祉サービス事業者が中心となって利用者の安否

確認や居住環境等を確認し、ケアプランの変更や緊急入所等の対応を行うな

ど重要な役割を果たした事例があった。 

介護事業者等の保健福祉サービス事業者は、災害時に利用者の安否確認や

避難所等での福祉サービスの提供等の協力に努める。 

区においては、平成 19年 3月に世田谷区介護サービスネットワーク（介護

事業者連絡会）と締結した「災害時における被災要介護者等への援助に関す

る協定」に基づき、災害時には①利用者の安否確認及び区への報告、②避難

所で提供可能な訪問サービスの報告及び区の要請に基づく訪問サービスの提

供の協力活動を行う。 

 

 世田谷ボランティア協会 

 世田谷ボランティア協会は、平成 25年 3月に区と締結した「災害時におけ

るボランティア活動等に関する協定」に基づき、ボランティアの募集、受

付、登録、受入れ及び調整を行う。 

災害時には、せたがや災害ボランティアセンター及びボランティアマッチ

ングセンターを区等と協働して設置・運営するとともに、東京都災害ボラン

ティアセンターとの連絡調整を行う。 

 

 警察署 

災害時には、防災行政無線や、区に配置される警察署の連絡要員を通じて

区と連携を行いながら、被災者の救出及び避難・誘導にあたる。 

 

 消防署・消防団 

消防署は、平素より避難行動要支援者の安全を確保するため、地域における

安全体制の確保や社会福祉施設等の安全対策等を行っている。災害時には、防

災行政無線や、区に配置される消防署の連絡要員を通じて連携を行いながら、

避難行動要支援者を含めた人命の救助等にあたる。また、消防団は、消防署と

連携を行いながら、人命の救助及び応急救護にあたる。 

 

 移送運営事業者等 

    区と「災害時における移送業務協力に関する協定」を結んだ事業者等は、災

害時に障害者、高齢者の福祉避難所等への避難が必要とされる者に対して、区

からの要請に基づき、配車・移送を実施する。 
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第４章 情報伝達・安否確認・避難誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 情報伝達体制 

   避難行動要支援者は、避難に関する情報を受けることや、その情報に基づき適

切な判断や行動を取ることが困難な場合が多い。そのため、避難情報等の必要な

情報を確実に避難行動要支援者本人、家族等に伝達できるよう、区は情報伝達体

制の整備に努める。 

 

 避難情報の発令・伝達 

災害が発生、または、発生しようとする場合に、区の地域防災計画に基づき、

避難情報を発令したときなど、避難行動要支援者が円滑かつ迅速に避難を行う

ことができるよう、情報伝達に配慮する。 

 

 音声による伝達 

①ラジオ 

エフエム世田谷（周波数ＦＭ83．4MHz）で区内の地震情報、開設避難所情

報、被害状況、生活情報等の災害情報を伝達する。 

【https://fmsetagaya.com/】 

②テレビ 

ケーブルテレビ各社で区内の身近な災害情報等を伝達する。 

【イッツ・コミュニケーションズ、ジェイコムイースト（世田谷局、調布局）】 

＜改定にあたっての課題＞ 

○町会・自治会に実施したアンケート調査（令和 2年実施）では、避難行動要支

援者への支援活動を行う中での困りごととして、役員の高齢化や活動の担い手

不足が挙げられている。 

○町会・自治会等の避難支援者は、災害時に安否確認のほかにも様々な役割を担

っている。 

○避難支援者の中には、町会・自治会役員と民生委員・児童委員のように一人で

複数の役割を兼ねている者が多くいる。 

○避難行動要支援者の支援に関する協定を締結している町会・自治会からは、日

頃の活動内容がわかりづらいとの意見がある。 

○避難行動要支援者のうち、同意者名簿の登載に同意していない避難行動要支援

者や協定を締結していない町会・自治会に居住する避難行動要支援者に対する

安否確認体制が十分に整っていない。 

○地域住民による重層的な安否確認体制を整備するため、介護事業者等との連携

に平成 23年度から取り組んでいるが、障害者関係の事業者等との連携が十分

に進んでいない。 

○区では、災害時に町会・自治会等の避難支援者から集まってくる安否情報等を

迅速に集約する方法や体制を整備する必要がある。 
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※テレビのデータ放送（リモコンのⅾボタン）でも確認することができる。 

 

③防災行政無線 

区内に設置した防災行政無線塔からの放送により、災害情報等を伝達する。 

④防災無線電話応答サービス【電話番号０１８０－９９－３１５１】 

防災行政無線塔から放送された内容を聞くことができる。 

⑤広報車 

区広報車が直接地域を巡回し避難情報等を伝達する。 

 

 文字情報による伝達 

①区ホームページ【https://www.city.setagaya.lg.jp/】 

区ホームページの「防災・災害対策」のページで災害情報等を提供するとと

もに、災害時においても様々な情報を提供する。 

②雨量・水位情報ホームページ【https://www.micosfit.jp /setagaya/】 

区内の雨量・河川水位情報のほか、区内中小河川に設置された水位監視カメ

ラの映像をリアルタイムに提供する。 

③災害・防犯情報メール配信サービス【https://setagaya-city.site.ktaiwork.jp】 

あらかじめメールアドレスを登録した者を対象に、地震情報や気象情報、雨

量・水位情報、防犯情報等をメールで配信する。パソコン・携帯電話で受信可

能。  

④Ｔwitter（ツイッター） 

ツイッターに登録した上で、＠setagaya_kiki をフォローした者に防犯・防

災に関する情報等を配信する。 

⑤緊急時速報メール（エリアメール）【登録不要】 

配信時に区内にいる者の携帯電話等に、避難情報等をメールで配信する。 

⑥Yahoo!防災速報アプリ【https://emg.yahoo.co.jp】 

    「Yahoo!防災速報」アプリをインストール・設定することにより、区からの

防災情報等をスマートフォンで受信できる。  

⑦防災マップアプリ 

紙のマップや区ホームページで提供している「災害時区民行動マニュアルマ

ップ版」をスマートフォン用アプリとして公開する。 
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【機能概要】 

○防災マップ 

事前に地図をダウンロードするため、通信ができない状況でも地図を

閲覧することができる。 

○マニュアル 

いざというときに災害時区民行動マニュアルを確認できる。 

○防災メモ 

あらかじめ避難所をメモしておくことができ、その避難所周辺の地図 

を簡単に呼び出せる。 

利用者本人や家族のメモを残すことができ、いざというときのために

常備薬や血液型などをメモしておくことができる。 

 

GooglePlayダウンロードページ 

【play.google.com/store/apps/details】 

 AppStoreダウンロードページ 

【itunes.apple.com/jp/app/id750726964】 

 

⑧電光表示板 

災害に関する情報を文字として受信・表示する電光表示板を事業者の協力

（区と協定を締結）を得て、区内自動販売機に設置している。 

 

 マンパワーによる情報伝達 

    避難行動要支援者名簿等を活用して、町会・自治会や民生委員・児童委員等

の避難支援者が電話や訪問により、情報を伝達する。 

    なお、情報伝達にあたっては、避難行動要支援者の障害の区分等に配慮し、

多様な手段を用いるよう努める。 
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２ 安否確認・避難支援 

災害時に円滑かつ迅速に安否確認・避難支援を実施するためには、平常時から住

民同士が顔の見える関係をつくるなど、地域の防災力を高めておくことが重要であ

る。そのため、区は、平常時から町会・自治会と協力して地域の助けあい活動を推

進するとともに、地域の関係団体等とも連携した安否確認・避難支援の体制づくり

を推進する。 

 

 平常時からの取組み 

平常時から住民同士が顔の見える関係をつくっておくことが、災害時には円

滑かつ迅速な安否確認・避難支援の実施につながるため、区は町会・自治会と

の「避難行動要支援者の支援に関する協定」の締結を推進する。 

さらに今後は、まちづくりセンター、社会福祉協議会、地域包括支援センタ

ー（あんしんすこやかセンター）との三者連携による地区の安否確認体制の強

化を図るなど、重層的な安否確認体制づくりを推進する。 

 

①避難行動要支援者支援事業 

ⅰ）事業の概要 

区は、平成 19 年 3 月から、協定を締結した町会・自治会に避難行動要支

援者名簿（同意者名簿）を提供し、災害時に備えて日頃から地域の助けあい

活動に取り組む事業を推進している。 

 

 

《参考》町会・自治会との協定締結の状況（平成 29年 3月時点） 

地域 世田谷 北沢 玉川 砧 烏山 合計 

締結団体数 20 29 13 18 14 94 

 

ⅱ）助けあい活動 

区と協定を締結した町会・自治会は、協定に基づき、次に掲げる助けあい

活動を可能な範囲で行う。なお、災害時には自身の安全を確保した上で活動

を行うよう十分に留意する。 

  

避難行動要支援者

世田谷区

町会・自治会

民生委員・児童委員

①協定締結

④名簿提供
②同意確認

③名簿登録

助けあい活動

⑤日頃の取組み

災害時の取組み

数値を最新にする 
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      《平常時の活動例》        《災害時の活動例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ）事業の周知 

災害時及び平常時からの地域住民相互の助けあい活動を促進するため、本

事業の趣旨・内容を説明した啓発物を作成し、区ホームページへの掲載や区

内の町会・自治会、民生委員・児童委員等に配布する。 

また、本事業の目的・内容について、多様な媒体等を活用して、区内町会・

自治会、民生委員・児童委員への丁寧な説明を進めるとともに、本事業の趣

旨である自助・共助の重要性について、区民参加の防災訓練等の機会を通じ

て、理解の促進に努める。 

なお、啓発物は、町会・自治会等による先進的な取組みを盛り込む等、日

頃の活動の参考となるように適宜、改訂を行う。 

 

②重層的な安否確認体制の構築 

ⅰ）協定を締結していない町会・自治会との連携 

一部の町会・自治会では、区との協定の有無に関わらず、自主的に地区内

の避難行動要支援者等の安否確認を行う取組みを進めている。区は、そのよ

うな活動内容を把握しておき、災害時に安否確認の情報を共有できる関係づ

くりに取り組む。 

 

ⅱ）社会福祉協議会の人材バンク（災害福祉サポーター）との連携 

社会福祉協議会では、人材バンク登録者の中から災害時の安否確認やニー

ズ調査等に協力する者を災害福祉サポーターとして登録する制度を設け、担

い手の確保に取り組む。 

 

 災害時における取組み 

災害救助では、災害発生から 72 時間が経過すると生存率が急激に低下する

といわれている。中でも避難行動要支援者は自力で避難したり、救助を求める

ことが困難なため、本人・家族による「自助」や地域住民による「共助」によ

る取組みを基本として、発災直後から安否確認を開始し、発災後 48 時間程度

までに安否情報を集約することを目標とする。 

 

①安否確認の手法 

安否確認の手法については、通信が可能な場合は電話・FAX により確認する

○顔合わせ 

○定期的な状況把握 

○マップの作成 

○避難訓練時の声掛け 

○個別支援カードの作成 

         など 

○安否や身体状況等の確認 

○必要な支援の確認 

○周囲の状況や避難先等の伝達 

○必要な薬・用具等の確認 

○関係機関又は近隣住民等への援助要請 

               など 
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こととし、不通の場合は、直接訪問により行う。 

 

②安否確認・避難支援 

災害発生時における避難行動要支援者の安否確認・避難支援は、避難行動要

支援者名簿等を用いて、地域が協力して行う。 

ⅰ）同意者名簿の登載に同意している者 

避難支援者：協定を締結している町会・自治会 

同意者名簿を保有している町会・自治会（区と協定を締結している町会・

自治会）は、自らの安全を確保した上で、同意者名簿や独自に把握している

情報等に基づいて、安否確認や避難支援を行う。 

なお、町会・自治会は被災状況に応じて、他の避難支援者と協力・連携す

るとともに、必要に応じて区へ援助要請を行う。 

 

ⅱ）同意者名簿の登載に不同意の者、協定締結していない地区に居住する 

  者 

避難支援者：町会・自治会、民生委員・児童委員、 

      社会福祉協議会（災害福祉サポーター）、 

      保健福祉サービス事業者、消防団 等 

同意者名簿の登載に不同意の者や、協定を締結していない地区の避難行動

要支援者の安否確認・避難支援については、区は対象者名簿を避難支援者や

その他の協力者へ提供するなど、安否確認への協力を要請する。 

区は、事前に区と協定を締結していない町会・自治会にも可能な範囲で協

力の要請を行う。 

 

《介護事業者等による安否確認について》 

世田谷区介護事業者ネットワークは、区との協定に基づき、災害時はサ

ービス利用者の安否確認を行い、その情報を区へ報告する。報告は、電子

メール及びＦＡＸによる提供を原則とするが、通信手段を確保できない場

合は、区へ持参する。 

 

ⅲ）福祉サービスや福祉施設等を利用している者等 

避難支援者：保健福祉サービス事業者、福祉施設 等 

福祉サービスや福祉施設等を利用している者については、区は保健福祉サ

ービス事業者や福祉施設等と連携・協力して情報収集を行う。なお、区は安

否確認と併せて、福祉施設等の建物及び職員の被害状況も調査する。 

 

③安否情報の集約 

区は、町会・自治会や保健福祉サービス事業者などの避難支援者等からの情

報に基づき、避難行動要支援者の安否情報等の集約・整理を行う。 

なお、安否情報等の集約は、地区で一元的に集約し、その情報を地域に集約

することを基本とする。 
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ⅰ）地区における集約 【拠点隊（まちづくりセンター）】 

     地区では、まちづくりセンター、社会福祉協議会、地域包括支援センター

（あんしんすこやかセンター）の三者で連携し、安否情報等の集約や共有を

図る。 

     災害時に、まちづくりセンターは拠点隊として被害情報・状況の収集や避

難所支援、医療救護所支援等の業務を行うため、避難行動要支援者の安否情

報等の集約・整理は災対地域本部から派遣される避難行動要支援者情報確認

担当が行う。 

     なお、避難行動要支援者情報確認担当の区職員は、派遣先の拠点隊（まち

づくりセンター）で活動する際には拠点隊の隊長の指示に従う。 

 

ア）災対地域本部（総合支所）からの派遣 

   災対地域本部避難支援班（総合支所保健福祉課）は、避難行動要支援

者の安否確認等を専門的に集約・整理するため、避難行動要支援者情報

確認担当を各地区の拠点隊（まちづくりセンター）に派遣する。 

なお、状況によっては、避難行動要支援者情報確認担当の区職員は、

避難支援者と協力して訪問等による確認を行う。 

イ）対象者名簿の照合 

   避難行動要支援者情報確認担当は、地区単位での対象者名簿との照合

を行う。照合にあたっては、社会福祉協議会や地域包括支援センター（あ

んしんすこやかセンター）の職員と協力する。 

   なお、名簿の照合は、区と協定を締結している町会・自治会による安

否確認の情報のほか、町会・自治会が自主的に行う安否確認の情報、地

域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）や保健福祉サービス

事業者等からの報告も活用する。 

ウ）災対地域本部への報告 

避難行動要支援者情報確認担当は、地区で集約した対象者名簿の照合

結果を定期的に災対地域本部避難支援班へ報告する。 

報告の手法については、電話、ＦＡＸ、防災行政無線等の通信機器を

使用できる場合は通信による報告とし、通信機器がつながりにくい場合

には避難行動要支援者情報確認担当が伝達要員として直接報告を行う。 

    エ）救援要請の連絡 

       安否確認の活動中に避難行動要支援者の救助要請があった場合は、災

対地域本部に報告し、緊急の場合は警察署や消防署に連絡する。 

オ）安否未確認者への再確認 

安否が確認できていない避難行動要支援者がいた場合は、避難支援者

等と連携して再確認を行う。また、状況によっては避難行動要支援者情

報確認担当の区職員が訪問による確認を行う。 

 

ⅱ）地域における集約 【災対地域本部（総合支所）】 

ア）避難支援者等への協力要請 
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   災対地域本部避難支援班は、民生委員・児童委員や保健福祉サービス

事業者等の避難支援者に安否確認及び区への報告への協力を要請する。

また、地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）には、まち

づくりセンターにおいて避難行動要支援者情報確認担当による名簿照

合等への協力を要請する。 

 

※要請にあたっての留意点 

避難支援者への協力要請にあたっては、避難支援者は安否確認以外

の役割を担っていること、災害時に安否確認を行う対象が避難行動要

支援者と必ずしも一致しないことに留意する。 

○民生委員・児童委員は、訪問や見守りなど日頃の活動を通じて把握

している者の安否確認を行う。 

○地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）は、平常時か

ら作成している災害時におけるフォロー者リストに基づき、地区の

高齢者の安否確認を行う。 

 

イ）対象者名簿の照合結果の集約 

       災対地域本部避難支援班は、拠点隊に派遣した避難行動要支援者情報

確認担当からの報告に基づき、地域単位で避難行動要支援者の安否情報

等の集約を行う。 

集約にあたっては、災対地域本部避難支援班に直接報告のあった民生

委員・児童委員や地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）、

介護事業者等からの安否情報等の報告も活用する。また、避難行動要支

援者情報確認担当とも安否情報等を共有する。 

    ウ）安否未確認者への再確認 

       災対地域本部避難支援班は、安否情報の集約結果に基づき、避難行動

要支援者情報確認担当へ安否未確認者の再確認を要請する。 

    エ）災対保健福祉政策部への報告 

       災対地域本部は、災対統括部への定時報告を通じて、各地域の避難行

動要支援者の安否情報（安否確認者数や避難者数等）を災対保健福祉政

策部へ報告する。 

    オ）地区からの援助要請への支援 

災対地域本部は、各地区の被災状況等を踏まえ、援助要請があった場

合には各種調整や支援を行う。 

    カ）援助要請の連絡 

       安否確認の活動中に避難行動要支援者の救助要請があった場合は、拠

点隊に派遣要請を行い、緊急の場合は警察署や消防署に連絡する。 

 

ⅲ）全区における集約 【災対保健福祉政策部（区役所）】 

ア）対象者名簿の外部提供の判断 

   災対保健福祉政策部は、災害の規模や被害状況を勘案し、対象者名簿
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を避難支援者やその他の協力者に提供する必要があると判断した場合

は、災対地域本部に対して対象者名簿の外部提供を指示する。 

イ）各地域の安否情報の集約・整理 

災対保健福祉政策部は、各災対地域本部から災対統括部への定時報告

の中から、各地域の避難行動要支援者の安否情報等を集約し、安否確認

者数や避難者数等を整理する。 

    ウ）災対地域本部への情報提供 

       災対保健福祉政策部では、介護事業者等から避難行動要支援者の安否

情報等の報告・提供を直接受けた場合は、該当の地域の災対地域本部（総

合支所）に情報を伝達する。 

エ）地域からの援助要請等への支援 

災対保健福祉政策部は、各地域の被災状況等を踏まえ、応援職員やボ

ランティア等の要請等の各種調整や支援を行う。 

 

 

《安否確認・避難支援における留意点》 

東日本大震災では、多くの民生委員・児童委員や消防団員等が避難支援

の活動中に犠牲となった。この教訓を踏まえ、区は避難支援者に対して、

自身や家族等の安全を確保した上で、避難行動要支援者への安否確認・避

難支援等の支援を行うことの周知に努める。 
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《参考》地区における避難行動要支援者の安否確認体制  
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《参考》避難行動要支援者の安否情報の集約  
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第５章 避難所における支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 注）この計画は避難行動要支援者対策をまとめたものであるが、災害が発生した際

には、避難行動要支援者は避難行動を取った後は、「要配慮者」という位置づけ

に変わる（Ｐ.8《参考》要配慮者と避難行動要支援者の関係を参照）。そのた

め、この章では避難行動要支援者を含めて、要配慮者と表す。 

 

 

【自助による備蓄】 

 区の地域防災計画では、避難生活で必要となる食料・飲料水や生活必需品、医

薬品等については、本人・家庭による備蓄（3日分以上、1週間分を推奨）を推

進している。 

 災害時における要配慮者の避難生活は、自宅や避難所等での生活が考えられる

が、必要な物資については本人・家庭による備蓄を前提としており、区は日頃か

ら周知・啓発に取り組む。 

 

  

＜改定にあたっての課題＞ 

○指定避難所等における支援では、要配慮者の健康状態やニーズの把握、保健福

祉サービスの提供等を行う体制を充実する必要がある。 

○福祉避難所（高齢者・障害者）については特別養護老人ホームや有料老人ホー

ム、障害者施設、特別支援学校等と協定を締結しているが、災害の状況によっ

ては不足する可能性がある。 

○福祉避難所（高齢者・障害者）の開設・運営では、福祉避難所（高齢者・障害

者）での受入れが必要となる要配慮者の受入判断や移送手段の確保、資器材や

介護用品等の必要物資の確保等が課題となっている。 

○自宅や指定避難所等で生活するのが困難な妊産婦や乳幼児が安心して避難生活

を送ることができるスペースを確保する必要がある。 

○災害規模によっては、多くの要配慮者が在宅での避難生活を送ることが想定さ

れるため、在宅避難者への保健福祉サービスの提供や見守り等の体制づくりを

進める必要がある。 

〇平時中は施設や学校は運営されているので、リードタイムのある災害での事前

の避難所としての受け入れは調整が必要である。 

〇福祉避難所（障害者）は主に通所施設のため、宿泊が長期にわたる場合の対応

は課題となっている。 

〇指定福祉避難所を指定するためには、受入対象者を特定し公示の調整及び福祉

避難所との協定を見直す必要がある。 
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１ 避難所における支援  

  要配慮者にとって避難所での生活は、生活環境の急激な変化となるため、様々な

配慮が必要である。要配慮者の避難所生活を支援するため、区と避難所運営組織が

協力して次のような環境整備を進める。 

 

 避難所施設のバリアフリー化 

障害者用トイレの設置、スロープの設置による段差解消等のバリアフリー化

に努める。 

 

 要配慮者用スペースの確保 

指定避難所等における滞在者のスペースについて、要配慮者用スペースを優

先的に確保する。 

 

 要配慮者用の物資の確保 

避難所で生活する要配慮者本人や家族による備蓄が不足した場合には、区は

要配慮者の特性に応じて必要となる食料・飲料水や介護物品、医薬品等を把握

し、物資の調達・供給を行う。 

なお、災害時に要配慮者用の物資を迅速に確保するため、平常時から民間企

業等との協定締結等に取り組む。 

 

 要配慮者への情報提供 

要配慮者には情報が伝達されにくいことから、要配慮者の特性や状態に応じ

て、伝達の方法を工夫するよう努める。 

・聴覚障害者に対しては、特定非営利活動法人世田谷区聴覚障害者協会との協

定に基づき、手話通訳者の派遣を要請する。 

・指定避難所等で周囲の避難者等との意思疎通を支援するため、指定避難所等

に配備しているコミュニケーションボードを適切に活用する。 

 

 要配慮者のニーズ把握 

民生委員・児童委員や社会福祉協議会、地域包括支援センター（あんしんす

こやかセンター）、世田谷区介護サービスネットワーク等は、要配慮者の実態

把握や必要な保健福祉サービス等のニーズを把握する。区は、それらへの円滑

な対応のため、保健福祉サービスの継続に向けた支援を行う。 

 

 保健師による巡回相談 

心身の健康管理や生活リズムを取り戻すため、保健師等による健康相談、二

次的健康被害（エコノミークラス症候群、生活不活発病等）の予防、こころの

ケア等の必要な支援を行う。 
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 避難所での介護サービス及び障害者・児のサービスの提供 

避難所において迅速かつ円滑に介護サービス等の提供を受けられるよう 

にするため、世田谷区介護サービスネットワークとの協定に基づき、訪問介護、

訪問入浴介護等の訪問サービスの提供を要請する。要請を受けた介護事業者等

は、要介護高齢者等の健康状態の確認や、災害発生前の介護サービスの継続が

難しい場合にはケアプランの変更を行い、介護サービスの提供を行う。障害者・

児においても災害時に適切なサービスの提供につながるよう、相談支援事業

者・障害福祉サービス事業者・医療機関等が連携して支援を行う。 

 

 乳幼児を抱える家庭への支援 

乳幼児を抱えながら指定避難所等で避難生活を送る家庭や妊産婦に対し、安

心して避難所生活が送れるスペースの確保や、生活用品（ミルク、おむつ等）

の提供などに努める。 

自宅や指定避難所等で避難生活を送ることが困難な乳児及びその保護者や

妊産婦には、災対保健福祉部子ども対策班と連携し、福祉避難所（母子）への

移送を検討する。 
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２ 福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所における支援 

区は、自宅や指定避難所等での生活に支障をきたすため、特別な配慮を必要とす

る要配慮者のうち高齢者や障害者を一時的に受け入れ、保護するために福祉避難所

（高齢者）、福祉避難所（障害者）及び指定福祉避難所を開設し、支援を行う。 

 

 福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所の利用の対象者 

①対象者 

身体等の状況が特別養護老人ホーム又は老人短期入所施設等へ入所するに

は至らない程度の者であって、自宅や指定避難所等での生活に支障をきたすた

め、何らかの特別な配慮を要する要介護高齢者や障害者とする。※家族等の受

け入れも可 

ただし、上記を原則とするが、被災状況や避難生活中の状態等の変化に留意

し、必要に応じて適切に対応する。 

 

②特性に応じた受入れ 

福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所では、要配慮者の特性に

配慮した支援を行うため、原則として高齢者は高齢者施設、障害者は障害者施

設で受け入れることとする。 

なお、医療的ケアが必要な者については、受入れ先の施設に医療的ケアを実

施できるスタッフや資器材等が必要となるため、今後、福祉避難所における対

応の検討に取り組む。 

 

 福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所の指定 

①福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所の指定要件 

・施設自体の安全性が確保されていること。 

・施設内における要配慮者の安全性が確保されていること。 

・要配慮者の避難スペースが確保されていること。 

 

②福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所の確保 

ⅰ）社会福祉施設等を利用した福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避

難所 

特別養護老人ホームや障害者施設等の社会福祉施設等は、介護等に必要な

資器材を備えるとともに、バリアフリー化がされている等、高齢者や障害者

等に配慮した建物構造になっている。また、施設の運営や要配慮者の支援に

必要な人材を確保しやすい施設であるため、社会福祉施設等を利用する。 

 

   ⅱ）公共施設等を利用した福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所 

社会福祉施設等を利用した福祉避難所（高齢者・障害者）のほか、特別支

援学校等の公共施設等から福祉避難所（高齢者・障害者）として利用可能な

施設を確保する。 
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   ⅲ）小規模な施設や施設内の一部のスペース等の指定福祉避難所 

     指定福祉避難所の指定要件や生活相談員等を配置する等の要件を満たし

ていれば、小規模な施設や施設内の一部のスペース等であっても指定福祉避

難所として確保可能とする。また同一の敷地内での指定一般避難所と指定福

祉避難所の併設も可能なため、利用可能な施設を確保する。 

 

なお、災害の規模によっては福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避

難所が不足することも想定されるため、受入れ先の確保の拡充を図る。 

 

③福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所の指定 

区は、福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所の指定要件等を踏

まえ、福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所として指定する施設

を選定し指定する。 

社会福祉施設等の場合は、福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難

所の指定に際して、区と当該施設管理者との間で十分に調整し、福祉避難所（高

齢者・障害者）及び指定福祉避難所の指定に関する協定を締結する。 

なお、指定福祉避難所は指定福祉避難所と指定したときは、その名称、所在

地及び当該指定福祉避難所に受け入れる被災者を特定する場合にはその旨、そ

の他区長が必要と認める事項を公示する。 

 

《参考》地域別の福祉避難所（高齢者・障害者）          

（令和 3年 7月時点） 

地域名 世田谷 北沢 玉川 砧 烏山 合計 

施設数 14 8 17 22 13 74 

内
訳 

高齢 8 3 20 14 15 60 

障害 9 6 8 12 3 38 

 

 福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所の開設・運営の事前準備 

①運営マニュアルの整備、訓練の実施 

災害時、協定施設が福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所を円

滑に開設・運営できるようにするため、区は協定施設と協力して運営マニュア

ルの整備を図る。また、協定施設との検討会や演習等を実施し、マニュアルの

実効性を高める取組みを進める。 

 

②福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所で必要となる物資の備蓄・

配備 

区は、福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所で必要となる物資

の備蓄を進める。なお、協定施設では備蓄用のスペースに限りがあるため、区

は広域用防災倉庫内に備蓄する福祉避難所用の資器材及び介護用品等の充実

を図る。 

最新に修正必要 

高齢のみ最新の数値 
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③情報連絡体制の整備 

災害時に福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所の開設や運営の

支援、受入の調整等を円滑に行う必要がある。区と福祉避難所（高齢者・障害

者）及び指定福祉避難所協定施設との連絡手段についてはデジタルＭＣＡ無線

を基本としつつ、ほかにも多様な方法の確保を図る。 

 

④福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所の周知 

区は、さまざまな媒体を活用し、福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福

祉避難所に関する情報を広く区民に周知する。 

福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所は、より専門的な支援が

必要な要介護高齢者や障害者のために確保されるものであり、自宅や指定避難

所等で生活することができる者は対象としていないことをあらかじめ周知す

る。また指定福祉避難所においては、事前にマッチングを行い、避難先を特定

して直接避難を可能とし、受入対象者を公示する。 

 

 福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所の開設 

①開設の期間 

福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所の開設期間は、災害救助

法に基づき、原則として、災害の発生から最大限 7日以内とする。 

ただし、災害の状況によっては、7 日間の期間内で福祉避難所（高齢者・障

害者）及び指定福祉避難所を閉鎖することが困難なときは、東京都知事との協

議により必要最小限の期間を延長することができる。 

 

②開設に向けた情報収集 

区の災対保健福祉部（区役所）は、災害時には無線等の利用や各災対地域本

部（総合支所）との連携により、福祉避難所（高齢者・障害者）協定施設及び

指定福祉避難所協定施設の被災状況等を把握する。また、各災対地域本部また

は災対都市整備部（区役所）に福祉避難所（高齢者・障害者）協定施設及び指

定福祉避難所の危険度判定を依頼する。 

各災対地域本部は、指定避難所等に避難している要配慮者の収容状況等から、

福祉避難所（高齢者・障害者）への移送が必要と判断される者のリストアップ

を行う。また、対象者の状況を集約し、災対保健福祉部に福祉避難所（高齢者・

障害者）の開設を要請する。 

 

③福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所の開設要請 

災対保健福祉部は、施設の危険度判定の結果や施設職員の参集状況、受け入

れ可能な人数、必要な物資・器材の状況等に基づき、福祉避難所（高齢者・障

害者）開設及び指定福祉避難所の開設判断を行い、当該施設に開設を要請する。 
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なお、福祉避難所（高齢者・障害者）の開設及び指定福祉避難所の開設にあ

たっては、区は当該施設管理者との調整を十分に図る。 

 

④関係機関への連絡 

災対保健福祉部は、福祉避難所（高齢者・障害者）の開設及び指定福祉避難

所を開設した時は、開設の日時、場所、避難者の数及び開設予定期間等を、速

やかに都知事（都福祉保健局）及び所轄の警察署、消防署等の関係機関に連絡

する。 
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《参考》福祉避難所（高齢者・障害者）の開設・入所までの一般的な流れ 

 
 

 福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所の管理運営 

①運営体制 

福祉避難所の設置運営にかかる基本的事項については、協定施設との相互応

援協定に定めることとし、具体的な開設及び運営の手順等については課題別に

協議し、災害時の運用マニュアルを作成する。 

 

②福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所への受入れ11 

区は自宅や指定避難所等において避難生活が困難な高齢者や障害者の要 

配慮者について、福祉避難所（高齢者・障害者）協定施設及び指定福祉避難所

協定施設と受入調整を行った上で受入れを行う。 

   ⅰ）利用判断で用いる福祉避難所（高齢者・障害者）利用のための確認シート

の作成 

                                            
11 福祉避難所（高齢者・障害者）への受入れ 

  福祉避難所（高齢者・障害者）における受入れは、原則として災害救助法による救助としての受

入れとなるが、対象者の状態や協定施設の状況によっては介護保険法による緊急入所としての受入

れもあり得る。 

　 開設

⑤福祉避難所

(高齢者・障害者)

開設要請

⑭運営支援

区区民等

②状況報告
避難

⑨開設要請

⑪入所調整

（②状況報告）

⑫移送調整、

依頼

①状況報告

⑥応急危険度

判定依頼

③福祉避難所

(高齢者・障害者)

被災状況報告

⑥応急危険度

判定依頼

被災者
災対都市整備部

災対保健福祉部

⑧開設判断

⑩入所判断

災対地域本部

④福祉避難所(高齢者

・障害者)に関する

状況把握

拠点隊

災対財務部

滞在者

滞在困難者

（要介護等）

⑦結果

福祉避難所

(高齢者・障害者)

施設

運営法人等

福祉避難所

（高齢者・障害者）

⑬移送／福祉避難所(高齢者・障害者)入所

指定避難所等

受入調整 受入判断 

受入 
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福祉避難所（高齢者・障害者）での受入れが必要となる要配慮者の利用判

断は、所定の福祉避難所（高齢者・障害者）利用のための確認シートを用い

る。なお、福祉避難所（高齢者・障害者）利用のための確認シートのは災対

地域本部職員（総合支所保健福祉課）等が作成する 

ただし、緊急の場合には、福祉避難所（高齢者・障害者）協定施設の職員   

が作成することも可能とする。 

 

《福祉避難所（高齢者・障害者）利用のための確認シート（様式）の作成・

配備》 

 区では、災害時に円滑に福祉避難所（高齢者・障害者）の利用判断を行

うため、あらかじめ様式を作成し（【資料編】3 福祉避難所（高齢者・障

害者）利用のための確認シート）、区の関係部署や協定施設に配備する。 

 

【利用のための確認シート様式の配備先】 

 ・各総合支所保健福祉課 

・高齢福祉部高齢福祉課、障害福祉部障害者地域生活課 

・福祉避難所（高齢者・障害者）協定施設 

 

ⅱ）受入れ判断 

区（災対保健福祉政策部）は、福祉避難所（高齢者・障害者）での受入れ

を必要とする要配慮者を把握した場合、福祉避難所（高齢者・障害者）利用

のための確認シートに基づいて、対象者の利用判断を行う。 

なお、福祉避難所（高齢者・障害者）協定施設では、近隣の要配慮者から

避難場所の提供を求められる場合が想定される。そのため、協定施設は福祉

避難所（高齢者・障害者）利用のための確認シートを作成した上で、一定の

要件を満たしている場合には、協定施設が緊急的な受入れを判断することを

可能とする。 

 

③福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所への移送 

福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所への移送は、原則として

家族等の介助者が行う。区は令和 3年 3月に介護タクシーの配車業務を実施し

ている世田谷区福祉移動支援センター「そとでる」の運営事業者と協定を結ぶ

など、今後も移送手段を確保するため、高齢者や障害者の移送に携わっている

事業者や団体等との連携を図り、災害時に備えて協定締結等に取り組む。 

 

④必要な物資等の調達・搬送 

区は、災害時に福祉避難所（高齢者・障害者）協定施設及び指定福祉避難所

協定施設から備蓄物資や避難所運営に必要な物品の提供要請を受けた場合は、

多様な手段・方式を用いて調達する。 

物資の調達・搬送は、区の災対物資管理部（区役所）や災対地域本部、災対
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医療衛生部（世田谷保健所）などと連携して行う 。 

なお、災害時に福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所で必要と

なる物資を迅速に調達するため、平常時から民間企業等との協定締結等に取り

組む。 

 

《参考》医薬品の調達・供給 

区の地域防災計画では、医薬品は区の災害薬事センターからの発注を受

けて、卸売販売業者が災害薬事センターへ納品し、災害薬事センターが仕

分けた上で各避難所へ配送する。 

 

⑤専門ボランティアや他自治体からの応援職員の活用 

ⅰ）福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所の運営への支援 

福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所の運営を支援するため、

社会福祉士や介護福祉士等の資格を有する専門ボランティアや他自治体か

らの応援職員を活用することとし、受入れ体制の整備を図る。 

   ⅱ）福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所の受入者への支援 

ひとり暮らしの高齢者や家族が被災するなど同伴者がいない場合も想定

し、区は状況に応じて社会福祉士や介護福祉士等の資格を有する専門ボラ

ンティアを福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所に派遣する

等の支援を行う。 

 

《参考》専門ボランティアの受入れ体制 

① 他自治体等からの応援職員 

自治体等から派遣される応援職員については、専門性を必要とする 

区の関係部署において東京都等との調整を行い、専門性に応じて必要

とされる業務に配属する。 

② 一般市民による専門ボランティア 

一般市民による専門ボランティアについては、せたがや災害ボランテ

ィアセンターにおいて募集・登録を行い、登録者から介護福祉士などの

チームを編成し、区（災対保健福祉政策部）と調整の上、ボランティア

の専門性に応じて必要とされる業務に配属する。 

 

 広域避難 

災害規模によっては区内の福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所

が不足する場合や、区内の福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所で

は受け入れることが困難な状態の要配慮者が生じることも想定される。 

区内での対応が困難な要配慮者が確認された場合には、区は東京都福祉保健

局に対し、移送を含む要配慮者の広域避難を要請する。 
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 福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所の統廃合と閉鎖 

①統廃合 

区は、福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所の利用が長期化し、

福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所によって避難者数にばらつ

きが出るなどした場合は、福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所

の統廃合を図る。なお、統廃合にあたっては、避難している要配慮者及びその

家族に十分に説明し、理解と協力を求める。 

 

②閉鎖 

区は、福祉避難所（高齢者・障害者）及び指定福祉避難所がその目的を達成

したときは、必要な原状回復を行い、閉鎖する。 

 

  
※福祉避難所の確保・運営ガイドラインから抜粋 
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３ 福祉避難所（母子） 

災害時に自宅や指定避難所等での生活が困難な要配慮者のうち、妊産婦・乳児及

びその保護者のために、区内協定施設において、区が要請し、開設する。 

 

（１）福祉避難所（母子）の利用の対象者 

原則、妊産婦・概ね１歳未満の乳児及びその保護者であって、自宅や指定避

難所等での生活が困難な者とする。また、同居家族も可能な範囲で受け入れる。 

 

（２）福祉避難所（母子）の指定 

①福祉避難所（母子）の指定要件 

・施設自体の安全性が確保されていること。 

・施設内における要配慮者の安全性が確保されていること。 

・要配慮者の避難スペースが確保されていること。 

 

②福祉避難所（母子）の指定 

福祉避難所（母子）の指定施設は、災害時に福祉避難所（母子）として使用

する施設の提供について協定を締結している区内の大学・高校であり、令和３

年３月時点で９つの私立高校及び大学と協定を締結している。 

   

《参考》地域別の福祉避難所（母子）          

（令和 3年 3月時点） 

地域名 世田谷 北沢 玉川 砧 烏山 合計 

施設数 2 1 3 1 2 9 

 

 

（３）福祉避難所（母子）の開設・運営の事前準備 

①運営マニュアルの整備、訓練の実施 

災害時、福祉避難所（母子）を円滑に開設・運営するため、福祉避難所（母

子）運営マニュアル【全体版】を整備する。また、協定締結団体との連携を強

化し、各施設の設置目的、位置、構造、規模等の概況、災害時における他目的

の利用計画の有無、法人の協力体制等に応じて、具体的な開設及び運営の手順

等を各々の施設設置者又は管理者と課題別に協議し、福祉避難所（母子）運営

マニュアル【施設版】を作成する。さらに、協定締結団体と協議や訓練等を実

施し、災害発生時期や施設の個別状況を踏まえた運営マニュアルの見直しを継

続して行う。 

 

②福祉避難所（母子）で必要となる物資の備蓄 

離乳食や超音波心音計等、福祉避難所（母子）で必要となる資機材及び物品

等について、広域用防災倉庫等に福祉避難所（母子）用のスペースを確保し、
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備蓄に取り組む。 

（４）福祉避難所（母子）の開設・運営 

①運営開始時期及び期間 

福祉避難所（母子）の運営開始時期は、原則として発災 4日目以降に運営を

開始し、期間は、災害救助法に基づき、原則として、災害の発生から 7日以内

とする。 

ただし、被災・復旧の状況に応じて、東京都知事との協議により必要最小限

の期間を延長することができる。 

 

②福祉避難所（母子）の開設判断 

区の災対保健福祉部は、福祉避難所（母子）協定締結団体から施設や周辺の

被災状況、建物の簡易判定結果等の連絡により被災状況等を把握する。また、

区の応急危険度判定の結果を受け、開設判断を行い、結果を協定締結団体等に

連絡する。 

なお、福祉避難所（母子）の開設にあたっては、当該施設管理者との調整を

十分に図りながら行うものとする。 

福祉避難所（母子）の開設を決定した場合は、開設の日時、場所、避難者の

数及び開設予定期間等を、速やかに所定の様式により都知事（都福祉保健局）

及び所轄の警察署、消防署等関係機関に連絡する。 

  

③福祉避難所（母子）の設営 

開設判断結果を踏まえ、現地設営チームを編成し、施設に派遣する。現地設

営チームは、福祉避難所（母子）運営マニュアル【施設版】等に基づき設営を

行う。 

 

④必要な物資等の調達・搬送 

福祉避難所（母子）の運営に必要な物品・資機材及び食料・飲料水等につい

ては、広域用防災倉庫等から搬送するほか、多様な手段・方式を用いて調達す

る。 

 

⑤福祉避難所（母子）への受入れ 

指定避難所を巡回訪問する災対地域本部職員等が、受け入れ要件に該当する

避難者について、確認シートを基に情報収集を行い、各地域本部から集まった

情報を基に、災対保健福祉部で受入れの優先判断を行うとともに、指定施設の

受け入れ状況等調整を行った上で、受入れを行う。 

 

⑥福祉避難所（母子）の運営 

福祉避難所（母子）の運営は、災対保健福祉部の複数名の職員を現地運営チ

ームとして配置し、必要に応じて自治体からの応援職員を配置して運営を行う。

専門的知見を必要としない運営業務については、現地運営チームがボランティ
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アと連携して行い、妊産婦等の専門的なケアについては、協定締結団体である

東京都助産師会と連携して行う。 

 

（５）福祉避難所（母子）の閉鎖 

区は、協定締結団体の教育活動の再開見込みや避難者数の状況、施設の被害状況等を

勘案し、閉鎖の判断をした場合、避難者の移動先の調整を行い、移動の案

内を行ったうえで、閉鎖する。閉鎖後、協定締結団体と協議し、施設の復

旧を行う。 

 

【福祉避難所（母子）協定施設一覧】           （令和 3 年 3 月時点） 

 避難所名 所在地 

1 佼成学園女子中学高等学校 給田 2-1-1 

2 
三田国際学園中学校・高等学校 

（戸板中学校・戸板女子高等学校） 
用賀 2-16-1 

3 昭和女子大学 太子堂 1-7-57 

4 目黒星美学園中学高等学校 大蔵 2-8-1 

5 日本体育大学 深沢 7-1-1 

6 日本女子体育大学附属二階堂高等学校 松原 2-17-22 

7 日本女子体育大学 北烏山 8-19-1 

8 東京農業大学 桜丘 1-1-1 

9 玉川聖学院 奥沢 7-11-22 
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４ 在宅避難への支援 

東日本大震災等では、多くの要配慮者が自宅等で避難生活を送っており、区にお

いても同様の状況が想定される。区は、指定避難所等や福祉避難所における要配慮

者への支援だけでなく、自宅等で避難生活を送る要配慮者への支援の取組みを推進

する。 

 

《参考》震災時の避難の流れ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自宅 

一時集合所（公園・学校など） 

危険回避のために一時的に集合して様子をみる、また

は、避難のために一時的に集合するところで、区内に約４

００か所指定されています。 

広域避難場所（大規模空地） 

火災延焼などにより自宅、一時集合所が危険な状態に

なった場合に避難する場所です。区内外 23 か所を指定し

ています。 

指定避難所等（区立小・中学支援者に提供

（支援者の同意が得られた場合） 

 

校など） 

自宅での居住継続が困難な場合、または二次災害を受

ける可能性のある場合に一時的に受け入れ、保護するため

の施設です。 

家屋の倒壊や火災など 

自宅が危険になったとき 

火災延焼などで 

一時集合所に危険が迫ったとき 

火災延焼の危険は去ったが 

自宅が安全でないとき 

火
災
な
ど
の
危
険
は
去
っ
た
が
、 

自
宅
が
安
全
で
な
い
と
き 

危
険
が
去
り
、
自
宅
が
安
全
な
と
き 

福祉避難所 

自宅や指定避難所等での生活が困難であり、医療機関

での専門的な医療行為を必要としない要配慮者を一時的

に受け入れるための施設です。 
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 在宅避難への備え 

近年発生した地震でけがをした原因を見ると、けが人の約 3割から 5割が

家具類の転倒・落下・移動によるものとなっている。 

区は、高齢者や障害者等が住まいの居室・寝室等にある家具で、地震時に

転倒のおそれがある場合、転倒防止器具の取付工事を支援する。 

また、地震発生時に迅速な避難が困難な高齢者や障害者の生命を守るた

め、区は耐震シェルター・耐震ベッドの設置費用の助成等を行う。 

 

 在宅避難者への見守り 

避難生活を送る要配慮者は、災害による生活環境の変化によって、健康被害

を受けやすく、災害直後は状態が安定していた要配慮者であっても、状態が悪

化して支援が必要になることが考えられる。 

区は民生委員・児童委員、社会福祉協議会、保健福祉サービス事業者等と連

携し、在宅で避難生活を送る要配慮者に対して、訪問等による健康状態の確認

や福祉ニーズを把握する体制の整備を図る。 

    また、在宅避難者に対しても、保健師による巡回相談等を通して、二次的

健康被害（エコノミークラス症候群、生活不活発病等）の予防、こころのケ

ア等の必要な支援を行う。 

 

 保健福祉サービスの提供 

自宅で避難生活を送る保健福祉サービス利用者には、サービスの速やかな再

開・継続が必要となる。区は、保健福祉サービス事業者や民生委員・児童委員、

社会福祉協議会等と連携・協力し、訪問等により把握した情報を共有するとと

もに、保健福祉サービスを提供する体制の維持・回復を図る。 

 

 必要な物資の調達・供給 

災害時、避難生活に必要な物資は、本人・家庭による備蓄を前提とするが、

自宅が倒壊した場合や備蓄が不足した場合には、区は指定避難所等を通じて物

資を供給する。 

    指定避難所等まで物資を受け取りに行くことが困難な要配慮者に対して

は、日赤奉仕団、一般ボランティア、民間団体を活用して物資を供給する。 

 

《参考》一般ボランティアの受入れ体制 

 区内 5か所に設置する「ボランティアマッチングセンター」で一般ボラ

ンティアの受付等を行い、避難所に隣接したボランティア窓口（サテライ

ト）においてニーズのマッチングを行った上で、避難所や在宅被災者等へ

ボランティアを派遣する。 
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第６章 普及・啓発 

 

 災害時に避難行動要支援者の避難支援が迅速かつ円滑に行われるためには、避難行

動要支援者本人・家族・地域住民の一人ひとりが、災害時における自助・共助の重要

性に関する認識を深め、日頃から災害に備えた準備・行動を行うことが重要である。 

 区では、避難行動要支援者・家族・地域住民の防災知識・防災意識の普及・啓発を

図る。 

 

１ 行動マニュアル等の整備 

区は避難行動要支援者や家庭、地域で日頃の災害への備えや災害時にとるべき行

動をまとめたマニュアルを作成・配布し、防災知識・防災意識の普及・啓発を図る。 

        

２ 避難訓練の実施 

区内では、小学校での避難所運営訓練や町会・自治会での避難行動要支援者名簿

を活用した避難訓練などの取組みが行われているが、このように災害発生時を想定

して避難行動要支援者、家族、地域住民が共同で実施する避難訓練は、避難情報や

実際に避難する際の課題の共有のためにも、また避難行動要支援者と地域住民との

信頼・協力関係をつくるうえでも極めて効果的である。 

区は、各避難所運営主体による避難所運営訓練や区総合防災訓練等への避難行動

要支援者及び家族への積極的参加を促すとともに、その支援を行う。 
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第７章 風水害対策 

 

１ 区内河川の現況 

  区内の河川は、一級河川として、多摩川、野川、仙川、谷沢川及び丸子川の 5河

川と神田川を加えた 6流域があり、二級河川としては目黒川、烏山川、北沢川、蛇

崩川、呑川及び九品仏川の 6河川と立会川を加えた 7流域がある。 

これらの河川のうち、目黒川、北沢川、烏山川、蛇崩川、呑川、九品仏川は、下

水道幹線としてほとんどが暗きょ化され、その上部は緑道・公園として整備されて

いる。 

 

２ 水防体制 

区は、世田谷区豪雨対策基本方針及び世田谷区豪雨対策行動計画を策定し、浸水

被害の軽減を目指し、豪雨対策を推進する。 

洪水や風水害のおそれのあるときには、世田谷区水防本部及び世田谷区地域水防

本部を設置して、事態に即応した配備態勢をとるとともに、水害を警戒し、防御す

る手立てを講じる等の水防活動を行う。併せて、状況の変化に応じた区民の迅速な

避難を支援する。 

また、大規模な風水害が発生する場合は水防本部から災害対策本部へ移行、また

は、水防本部の設置を待たずに災害対策本部を設置して対応する。 

 

３ 避難支援 

  水害に関する避難情報の発令や情報伝達手段等は以下のとおりとする。 

 避難情報の発令 

①【警戒レベル３】高齢者等避難12 

区は、風水害のおそれがある場合、対象区域の高齢者や障害者などの避難に

時間を要する方へ、【警戒レベル３】高齢者等避難を発令する。 

併せて、避難行動要支援者等、特に避難行動に時間を要する者に対して、

早めの段階で避難行動の開始を呼びかける。 

②【警戒レベル４】避難指示 

区は、風水害のおそれが高い場合、対象区域の住民に対し、【警戒レベル４】

避難指示を発令する。 

 

                                            
12 高齢者等避難 

  国（内閣府）は、令和元年台風 19 号において教訓から、避難勧告で避難すべきであることが理

解されていないこと避難勧告と避難指示の違いが理解されておらず、避難指示が発令されるまで避

難しない等から、避難勧告・避難指示を避難指示へと一本化する等、避難情報のあり方を包括的に

見直した。（令和 3 年 5 月 20 日災害対策基本法一部改正） 

  ＜変更前＞             ＜変更後＞ 

  「災害発生情報」 →        「緊急安全確保」 

「避難指示（緊急）」 →      「避難指示」 

  「避難勧告」 →          「避難指示」 

  「避難準備・高齢者等避難開始」 → 「高齢者等避難」 
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③【警戒レベル５】緊急安全確保 

区は、風水害が発生、または切迫している場合、対象区域の住民に対し、【警

戒レベル５】緊急安全確保を発令する。 

 

《参考》避難情報一覧 

警戒 

レベル 

行動を促す情報 発令時の状況 住民の行動 

３ 高齢者等避難 災害のおそれあり 危険な場所から高齢者等は避難 

※高齢者以外の人も必要に応じ、

普段の行動を見合わせ始めたり

危険を感じたら自主的に避難す

るタイミング 

４ 避難指示 災害のおそれ高い 危険な場所から全員避難 

５ 緊急安全確保 災害発生又は切迫 命の危険 直ちに安全確保 

 

※避難情報は、必ずしも上記の順番で発令されるとは限らないので注意が必要とな

る。また、これらの情報が発令されていなくても、身の危険を感じる場合は避難

を開始する。 

 

 避難情報の発令対象となる風水害 

①多摩川の氾濫  ②野川・仙川の氾濫  ③谷沢川・丸子川・呑川の氾濫 

④土砂災害 

 

 情報伝達手段 

防災気象情報や高齢者等避難、避難指示等の避難情報伝達に関しては、状況

に応じて、区ホームページ、災害・防犯情報メール配信サービス、Twitter（ツ

イッター）、緊急速報メール（エリアメール）、エフエム世田谷、防災行政無線

等を活用して該当区域の区民に周知を図る。 

なお、地域防災計画に指定した多摩川洪水浸水想定区域内や土砂災害警戒区

域内における要配慮者が利用する施設等については、降雨や河川水位の状況等

から洪水等の水害関連情報の提供が必要と判断された場合、早期の避難行動が

重要となるため、上記に加えて FAX や電話等を活用して速やかに周知を図る。 

 

 風水害時の避難所の設置 

①水害時避難所の設置 

台風の接近等により大雨が予想され、多摩川の洪水のおそれがある場合等、

区立小中学校や区民会館、地区会館、区民センター等を水害時避難所として開

設する。台風接近・通過前日（24 時間前）までに水害時避難所（第 1 次）を、

台風接近・通過当日（暴風雨前）までに水害時避難所（第 2次）を開設してい

くこととしている。早期避難を呼びかけるとともに、自主避難、縁故避難、在
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宅避難等の検討も促し、自助、共助を中心に、公助との連携を図りながら、風

水害時の避難行動要支援者への適切な対応を図っていく。 

なお、多摩川の堤防の決壊のおそれがある場合等には、「世田谷区洪水ハザ

ードマップ（多摩川版）」に示す浸水想定区域内の施設は避難所として使用し

ない。 

②指定福祉避難所の設置 

要配慮者の円滑な避難につながるよう、指定福祉避難所の受入者を事前に特

定し、直接避難を可能にする。特定している受入者以外の被災者が、避難して

くる等の混乱を避けるため、予め受入対象者を特定し本人とその家族のみが避

難する施設であることを公示する。 

 

 避難行動要支援者に係る安否確認・避難支援 

①避難支援体制の整備 

各水防本部（総合支所）における人員体制や職員への行動マニュアルの説明

を行う。 

区・消防・警察等の防災関係機関と町会・自治会、民生委員・児童委員、介

護事業者等の保健福祉サービス事業者などが連携して、当該区域の実情にあっ

た避難支援対策に取り組む。 

②風水害発生時の避難支援 

風水害が発生又は発生するおそれがある場合の安否確認・避難支援について

は、地域水防本部13（総合支所）が中心となって次に掲げる業務を行う。 

ⅰ）情報の伝達 

対象者名簿をもとに避難行動要支援者がいる世帯に気象情報等を提 

供し、警戒を呼びかける。 

情報の提供にあたっては、水害の場合は原則として電話・FAX により連

絡することとし、通信が使用できない場合は直接訪問する。 

    ⅱ）避難誘導 

情報の伝達とともに縁故避難及び自主避難を呼びかける。それでも区の

避難所への避難をせざるを得ない場合に避難行動要支援者を避難所へ誘

導する。 

    ⅲ）避難者名簿の作成 

避難行動要支援者を避難所に誘導した後、避難者名簿を作成する。 

    ⅳ）健康相談等 

避難所の生活が長期化する場合、または自宅へ帰宅後、避難行動要支援

者及び避難住民の相談及び健康チェック等を行う。 

③平常時からの避難行動等に関する普及啓発 

     風水害時に事前に避難ができるよう、平時から避難行動等の普及啓発に取

                                            
13 地域水防本部 

  区は、洪水のおそれがあるときは、世田谷区水防本部（区役所）及び地域水防本部（総合支所）

を設置し、水防活動を行う。 
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り組む 

    ⅰ）「避難行動要支援者用多摩川洪水時避難行動シート」を配布 

      多摩川浸水想定区域内にお住まいの避難行動要支援者に配布し、平常時

から縁故避難及び自主避難を検討し、避難の際の持出物品などを事前に確

認していただくなどの避難活動について啓発を行う。 

    ⅱ）電話・FAX による災害時緊急情報配信サービスの導入 

      多摩川洪水浸水想定区域内にお住いの避難行動要支援者で携帯電話や

スマートフォンをお持ちでない方に、ご自宅の固定電話や FAX へ避難に

関する情報等を配信するサービスを提供する。 

 

４ 土砂災害対策 

  東京都大島町（平成 25 年 10 月）や広島県広島市（平成 26 年 8 月等）では、集

中豪雨による大規模な土砂災害により、甚大な被害が発生した。 

  国では、国民の生命を守るため「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律（以下、土砂災害防止法と称する）」を施行し、避難等のソフト

面を含む対策の推進を図っており、区でも、「世田谷区がけ・擁壁等防災対策方針」

を策定し、対策を推進している。 

  なお、避難情報の発令や伝達手段、避難行動要支援者に係る安否確認・避難支援

等については、水害対策に準じる。 

 土砂災害警戒区域等の指定 

土砂災害防止法に基づき、東京都は令和元年 9 月時点までに、区内合計 100

か所（他に調布市から跨る区域 2か所）を土砂災害警戒区域14（うち 79か所を

土砂災害特別警戒区域15）に指定した。 

区は、土砂災害警戒区域では、災害情報の伝達や避難が早くできるように警

戒避難体制の整備を図る。 

 

 避難行動要支援者等への連絡 

区は、土砂災害のおそれがある場合には、土砂災害警戒区域等の近辺に居住

している避難行動要支援者等の連絡先に、安否確認を含めて、避難所への避難

準備、介護者の引き取り準備等を行うよう電話等で連絡する。 

 

５ 普及・啓発 

風水害は地震と異なり、予測することが可能な場合もある。そのため、避難行動

要支援者は予報の段階から避難等の準備を開始するなど、自分の身を守るよう早め

                                            
14 土砂災害警戒区域 

  急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認め

られる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備を行う。 
15 土砂災害特別警戒区域 

  急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が

生じるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が

行われる。 
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の行動を心がけることが重要となる。区では、風水害対策についても避難行動要支

援者・家族・地域住民への普及・啓発を図る。 

なお、普及・啓発にあたっては、避難情報が発令された場合にとるべき避難行動

等について、避難行動要支援者にわかりやすく周知するように配慮する。 

 水害対策 

水害対策に関する普及・啓発の一環として、区は、日頃の備えとして役立て

てもらうため、浸水の範囲や深さ、水害時避難所、避難行動、情報収集方法等

を掲載した「世田谷区洪水ハザードマップ（多摩川洪水版、内水氾濫・中小河

川洪水版）」を作成し、区民に配布するとともに、区ホームページにて公開す

る。多摩川洪水版は、国土交通省京浜河川事務所が作成した「多摩川洪水浸水

想定区域図」をもとに、内水氾濫・中小河川洪水版は、都が作成した「城南地

区河川流域浸水予想区域図」「野川、仙川、入間川、谷沢川及び丸子川流域浸水

予想区域図」をもとに、作成している。 

 

【洪水・内水氾濫ハザードマップ（多摩川洪水版、内水氾濫・中小河川洪水版）】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 土砂災害対策 

土砂災害対策に関する普及・啓発の一環として、区は、東京都により指定さ

れた土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を示した「世田谷区土砂災害

ハザードマップ」を作成し、区ホームページで公開するとともに、災害対策課、

防災街づくり課等で配布する。 

また、区は、日頃の備えとして役立ててもらうため、土砂災害警戒区域及び

土砂災害特別警戒区域や避難所、避難情報等の入手方法を掲載した「世田谷区

土砂災害ハザードマップ」を作成し、区民に配布するとともに、区ホームペー
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ジにて公開する。 

 

【土砂災害ハザードマップ】 
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第８章 計画の推進に向けて 

 

１ 計画の見直し 

  この計画は、地域での避難行動要支援者支援に関する助けあい活動や避難訓練等

日々の活動や個別避難計画作成、また区及び関係機関での検討過程のなかで発見さ

れた新たな課題や意見及びその対応策を随時反映するため、災害対策推進本部の部

会である避難行動要支援者支援検討部会等で内容を検討し、区民、地域等の意見を

踏まえながら、適宜見直しを図る。 

 

２ 区のマニュアル整備 

 震災時職員行動マニュアルの整備 

区では、区の職員が震災時に取るべき具体的行動について明示し、その実効

性を確保するため、「世田谷区地域防災計画」「世田谷区業務継続計画＜震災編

＞」及び「世田谷区震災復興マニュアル」等の関連マニュアルとの整合を図り、

「震災時職員行動マニュアル」を作成している。 

この震災時職員行動マニュアルは、勤務時間外に大規模な地震が発生したこ

とを想定し、発災から 1か月までの区の災対各部がなすべき業務を「初動対応

及び非常時優先業務」として、行動目標を時系列ごとに設定し、具体的にまと

めている。 

なお、災対各部の職員体制が整うまでの初期段階においては、ＩＣＳ16の考

え方を盛り込んでいる。 

 

 震災時職員行動マニュアルの検証・見直し 

区では、区災害対策本部の対応力の向上を図るため、災害発生を想定した 

訓練を実施し、震災時職員行動マニュアルの検証等を行う。 

避難行動要支援者の安否確認及び避難生活支援や福祉避難所の開設・運営等

においても、区の災対各部が連携することが重要となる。 

区は引き続き、訓練による検証等を行うとともに、避難行動要支援者への支

援に関連する各班に配置された区職員に対して研修を実施するなど、実践的な

対応力の向上を図るとともに、避難行動要支援者への支援の取組みの実効性を

高める。 

 

３ 避難行動要支援者対策の今後の進め方 

 避難行動要支援者の避難訓練の実施 

    災害時に避難行動要支援者の避難支援を迅速かつ円滑に実施するためには、

                                            
16 ＩＣＳ 

 ＩＣＳ（Incident Command System、緊急司令システム）とは、職員参集が整わない時間経

過の中で、最初に現場に到着した職員で指揮命令系統を構築し、参集してくる職員を職層・所属

にかかわらず、その時点で緊急性の高い仕事に配置していくことで、迅速かつ効率的に必要な応

急対応を行う仕組み。 
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地域の避難訓練に避難行動要支援者本人や家族が参加して、情報伝達の方法や

指定避難所等までの避難経路など避難を行う上での課題等について、避難支援

者とともに確認し共有することが必要である。また、日頃、地域との関係が希

薄になりがちな避難行動要支援者と地域住民との信頼・協力関係を深める機会

としても、こうした訓練を行うことは極めて効果的である。一方で、近年は個

人情報の取り扱いも重要視される中で、どこまで避難行動要支援者という情報

を訓練の中で取り扱っていくか検討が必要である。 

    区は今後、各避難所運営主体による避難所運営訓練や地区防災訓練等への避

難行動要援護者及び家族の積極的参加を促すとともに、効果的な訓練内容やそ

の手法等について、地域住民と協働で検討し、その成果をもとに訓練の支援を

行う。 

 

 保健福祉サービス事業者等との連携強化 

災害時に避難行動要支援者の安否確認や避難支援を迅速かつ効率的に行う

ためには、日頃から保健福祉サービスを通して避難行動要支援者の状況を把握

している保健福祉サービス事業者等と連携することが有効である。 

    区は、協定等により、保健福祉サービス事業者と災害時の対応についての協

力体制を確認しておくとともに、災害時における情報共有の手順や役割につい

て、あらかじめ検討・調整を図る。 

    また、今後は保健福祉サービス事業者等が地域住民との信頼・協力関係を深

めるため、避難所運営訓練や地区防災訓練等に保健福祉サービス事業者等の参

加を促すなどの支援を行う。 

 

①介護事業者等との連携 

区は、協定を締結している世田谷区介護サービスネットワークの協力のもと、

安否確認や避難所等における介護サービスの提供について、検討会や図上演習

等を実施し、協力体制の整備を進める。また、研修会の開催等を通じて、協定

内容等の普及・啓発を図る。 

 

②障害者関連の事業者等との連携 

避難行動要支援者のうち障害者の安否確認や避難支援が重層的に行われる

ようにするため、区は障害者関連の事業者や障害者団体等との連携を図る。 

 

③事業継続計画（ＢＣＰ）の作成支援 

区は、災害時に保健福祉サービス事業者等が円滑かつ迅速に利用者の安否確

認や保健福祉サービスの再開が行えるよう、事業継続計画（ＢＣＰ）の作成を

支援する。 

 

 ボランティアとの連携 

東日本大震災等では、被災者への救援物資の配布、避難所の運営や炊き出し、
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要配慮者の安否確認やきめ細やかな在宅避難生活の支援等において、ボランテ

ィアが大きな役割を果たしており、ボランティアと積極的に連携することが重

要である。 

区の地域防災計画では、世田谷ボランティア協会や社会福祉協議会、区内Ｎ

ＰＯ等と連携し、災害時におけるボランティア活動の支援体制づくりを推進し

ており、区内大学との協定締結によるボランティアマッチングセンター17の拡

充やボランティアコーディネーターの養成等に取り組んでいる。 

  今後は、避難行動要支援者及び要配慮者への支援においてもボランティアを

活用できるよう、受入れ体制等の整備を図る。 

 

 避難行動要支援者名簿システムの検討 

区では、保健福祉総合情報システムを利用して避難行動要支援者名簿の作

成・管理を行っているが、災害時における安否情報の管理や地図情報との連携

などの機能は持っていない。 

避難行動要支援者対策に関する平常時の取組みや個別避難計画の作成や災

害時の安否確認・避難支援等の活動を支援する方策の一つとして、避難行動要

支援者名簿システムを効果的に活用することが重要である。 

今後は、避難行動要支援者名簿システムの機能等について検討し、必要に応

じて改修や見直し等を行う。 

 

 

 

 

                                            
17 ボランティアマッチングセンター 

  災害時に一般ボランティアの受付・避難所等への派遣調整を行う。運営主体は世田谷ボランティ

ア協会。設置場所は区内の 5 地域で大学と世田谷ボランティア協会と区の三者で「災害時におけ

る協力等に関する協定」を締結している。 

総合支所 設置場所（協定締結先） 住所 

世田谷  昭和女子大学      世田谷区太子堂１－７－５７ 

北沢   国士舘大学       世田谷区世田谷４－２８－１ 

玉川   日本体育大学      世田谷区深沢７－１－１ 

砧    日本大学商学部     世田谷区砧５－２－１ 

烏山   日本女子体育大学    世田谷区北烏山８－１９－１ 
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１ 避難行動要支援者の支援に関する協定の締結先一覧 

（平成 29年 3月時点）  

 世 田 谷 地 域 

 町会・自治会名 まちづくりセンター 世帯概数 協定締結日 

1 池尻団地自治会 池尻 300 H24.8.1 

2 太子堂２丁目大塚町会 太子堂 1,200 H24.2.1 

3 太子堂三軒茶屋町会 太子堂 1,200 H24.2.3 

4 太子堂下の谷町会 太子堂 800 H22.9.1 

5 太子堂本町会 太子堂 2,300 H22.5.13 

6 太子堂４丁目西山町会 太子堂 1,500 H23.9.2 

7 若林町会 若林 4,600 H23.10.19 

8 三軒茶屋町会 若林 3,700 H25.10.23 

9 世田谷東町会 上町 1,800 H24.12.18 

10 世田谷２丁目町会 上町 1,000 H19.11.21 

11 宮坂１・２丁目町会 経堂 1,600 H20.12.10 

12 宮坂３丁目町会 経堂 800 H21.12.16 

13 桜丘１丁目町会 経堂 600 H19.6.25 

14 下馬２丁目北町会 下馬 2,100 H19.6.8 

15 下馬５丁目町会 下馬 1,700 H19.8.15 

16 野沢２丁目町会 下馬 1,400 H21.11.10 

17 野沢３丁目町会 下馬 1,800 H20.9.8 

18 上馬東町会 上馬 2,400 H24.11.25 

19 上馬北部町会 上馬 1,300 H21.10.20 

20 上馬・駒沢明和会 上馬 2,300 H20.5.13 

 北 沢 地 域 

 町会・自治会名 まちづくりセンター 世帯概数 協定締結日 

21 梅丘１丁目町会 梅丘 1,500 H23.3.30 

22 梅丘２・３丁目町会 梅丘 2,000 H24.1.13 
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23 豪徳寺１丁目町会 梅丘 800 H23.12.6 

24 豪徳寺１丁目山下自治会 梅丘 900 H21.3.26 

25 豪徳寺二丁目町会 梅丘 1,200 H24.3.30 

26 代田自治会 梅丘 3,500 H21.12.2 

27 下代田東町会 代沢 1,100 H23.11.25 

28 代沢２丁目北町会 代沢 1,200 H24.6.25 

29 代沢中町会 代沢 1,100 H24.5.31 

30 下代田西町会 代沢 1,100 H20.3.26 

31 代沢４丁目西町会 代沢 700 H25.3.28 

32 代沢五丁目町会 代沢 1,300 H25.2.28 

33 代沢５丁目東町会 代沢 200 H25.3.28 

34 根津山会 新代田 200 H21.8.5 

35 代田南町会 新代田 300 H28.9.9 

36 大原北町会 新代田 1,300 H21.8.5 

37 北沢１丁目町会 北沢 2,100 H28.2.8 

38 北沢２丁目南町会 北沢 500 H27.10.21 

39 北沢２丁目協和会 北沢 900 H19.4.2 

40 北沢３・４丁目西町会 北沢 1,500 H27.10.21 

41 北沢４丁目町会 北沢 1,300 H19.3.19 

42 北沢５丁目町会 北沢 2,000 H21.3.26 

43 松原１丁目町会 松原 1,100 H26.12.25 

44 松原２丁目町会 松原 2,800 H21.3.26 

45 松原三・四丁目自治会 松原 2,500 H28.3.16 

46 松原５・６丁目自治会 松原 3,300 H26.12.25 

47 赤堤１丁目町会 松沢 1,200 H21.8.5 

48 桜上水２丁目町会 松沢 500 H27.9.4 

49 桜上水５丁目自治会 松沢 1,600 H20.3.26 
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玉 川 地 域 

 町会・自治会名 まちづくりセンター 世帯概数 協定締結日 

50 奥沢交和会 奥沢 5,000 H19.3.28 

51 玉川田園調布会 九品仏 600 H21.6.1 

52 協和会 等々力 1,400 H21.6.1 

53 等々力三和会 等々力 1,400 H20.12.19 

54 等々力六丁目町会 等々力 1,100 H22.1.26 

55 尾山台自治会 等々力 300 H23.1.13 

56 尾山台３丁目町会 等々力 500 H19.3.28 

57 玉堤町会 等々力 1,100 H21.6.1 

58 上野毛町会 上野毛 3,400 H21.6.1 

59 玉川町会 用賀 3,500 H23.12.20 

60 馬事公苑前ハイム管理組合 用賀 300 H26.9.6 

61 深友会 深沢 1,500 H23.10.24 

62 桜新町親和会 深沢 1,100 H21.6.1 

砧 地 域 

 町会・自治会名 まちづくりセンター 世帯概数 協定締結日 

63 祖師谷第２自治会 祖師谷 500 H24.8.3 

64 祖師谷第５自治会 祖師谷 300 H27.1.29 

65 祖師谷千歳台自治会 祖師谷 700 H24.10.1 

66 祖師谷住宅自治会 祖師谷 200 H23.12.13 

67 藤自治会 祖師谷 300 H21.7.16 

68 千歳台睦町会 祖師谷 300 H25.2.28 

69 祖師谷３丁目南町会 祖師谷 100 H21.7.15 

70 公社・祖師谷住宅自治会 祖師谷 1,000 H19.10.24 

71 成城団地自治会 成城 300 H21.3.19 

72 フレール西経堂自治会 船橋 700 H21.7.16 

73 希望ヶ丘団地自治会 船橋 1,000 H24.6.5 
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74 船橋 4丁目住宅自治会 船橋 200 H26.1.16 

75 喜多見中部町会 喜多見 900 H24.1.30 

76 喜多見北部町会 喜多見 1,200 H29.3.1 

77 宇奈根町会 喜多見 1,500 H22.8.12 

78 鎌田南睦会 喜多見 1,200 H19.3.19 

79 石井戸会 砧 500 H27.6.4 

80 大蔵住宅自治会 砧 1,100 H20.6.19 

烏 山 地 域 

 町会・自治会名 まちづくりセンター 世帯概数 協定締結日 

81 上北沢１丁目自治会 上北沢 700 H26.3.12 

82 上北沢町会 上北沢 2,100 H22.12.21 

83 八幡山町会 上北沢 1,900 H19.3.19 

84 都営八幡山アパート自治会 上北沢 200 H26.3.12 

85 都営八幡山団地自治会 上北沢 300 H22.3.16 

86 上祖師谷自治会 上祖師谷 2,900 H21.3.16 

87 祖師谷橋自治会 上祖師谷 300 H21.3.16 

88 千駄山町会 烏山 500 H19.9.21 

89 児ヶ谷会 烏山 100 H28.12.27 

90 烏山松葉通住宅自治会 烏山 300 H29.1.30 

91 あやめ会 烏山 100 H28.11.7 

92 親和会 烏山 600 H23.3.25 

93 烏山北住宅自治会 烏山 300 H29.3.9 

94 パークアベニュー芦花公園自治会 烏山 100 H28.11.7 

世帯概数合計 117,700  

 

※世帯概数は「世田谷区町会総連合会会員名簿」（平成 28 年 8月）より。 
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２ 福祉避難所（高齢者・障害者）協定施設一覧 

（平成 29年 3月時点） ※住所順 

世 田 谷 地 域 

避難所名 所在地  

都立青鳥特別支援学校 池尻 1-1-4 障害 

ほほえみ経堂（生活介護） 経堂 3-6-24 障害 

グランダ世田谷上町（有料老人ホーム） 桜 3-32-10 高齢 

下馬福祉工房（就労継続支援Ｂ型） 下馬 2-20-14 障害 

ケアセンターふらっと（生活介護） 下馬 2-20-14 障害 

特別養護老人ホーム フレンズホーム 下馬 2-21-11 高齢 

世田谷福祉作業所（就労移行支援・就労継続支援Ｂ型） 下馬 2-31-34-101 障害 

アライブ世田谷下馬（有料老人ホーム） 下馬 6-29-22 高齢 

メディカルホームグランダ三軒茶屋（有料老人ホーム） 太子堂 2-37-2 高齢 

駒沢生活実習所（生活介護） 弦巻 2-1-5 障害 

トラストガーデン桜新町（有料老人ホーム） 弦巻 2-11-1 高齢 

三宿つくしんぼホーム（生活介護） 三宿 2-30-7 障害 

あけぼの学園（生活介護） 三宿 2-30-9 障害 

Ｆａｃｔｏｒｙ藍（就労継続支援Ｂ型） 若林 5-2-9 障害 

北 沢 地 域 

避難所名 所在地  

すまいる梅丘（生活介護） 梅丘 1-36-2-101 障害 

大原福祉作業所（就労継続支援Ｂ型） 大原 1-23-13 障害 

特別養護老人ホーム きたざわ苑 北沢 5-24-18 高齢 

桜上水福祉園（生活介護） 桜上水 2-13-16 障害 

アライブ世田谷代田（有料老人ホーム） 代田 2-26-8 高齢 

都立光明特別支援学校 松原 6-38-27 障害 

世田谷区立総合福祉センター 松原 6-41-7 障害 

白梅福祉作業所（就労継続支援Ｂ型） 松原 6-43-17 障害 

玉 川 地 域 

避難所名 所在地  

奥沢福祉園（生活介護） 奥沢 6-29-2 障害 

九品仏生活実習所（生活介護） 奥沢 7-39-13 障害 

グランクレール馬事公苑（有料老人ホーム） 上用賀 1-22-23 高齢 

玉川福祉作業所（就労移行支援・就労継続支援Ｂ型） 玉川 1-7-2 障害 

ニチイホーム用賀 玉川台 2-17-11 高齢 

岡本福祉作業ホーム玉堤分場（生活介護・就労移行支

援・就労継続支援Ｂ型） 
玉堤 2-3-1 障害 

特別養護老人ホーム 等々力共愛ホームズ 等々力 1-24-11 高齢 

玉川福祉作業所等々力分場（就労継続支援Ｂ型） 等々力 2-13-4 障害 



 

66 

社会就労センター パイ焼き窯（就労移行支援・就労

継続支援Ｂ型） 
等々力 2-36-13 障害 

特別養護老人ホーム さつき荘 等々力 5-19-10 高齢 

高齢者住宅サービスセンター デイ・ホーム等々力 

（通所介護施設） 
等々力 5-19-11 高齢 

トラストガーデン等々力（有料老人ホーム） 等々力 7-22-12 高齢 

特別養護老人ホーム 等々力の家 等々力 8-26-16 高齢 

九品仏生活実習所中町分場（生活介護） 中町 2-25-17 障害 

アライブ世田谷中町（有料老人ホーム） 中町 3-5-23 高齢 

トラストガーデン用賀の杜（有料老人ホーム） 用賀 1-3-1 高齢 

用賀福祉作業所（就労継続支援Ｂ型） 用賀 4-7-1 障害 

砧 地 域 

避難所名 所在地  

泉の家（生活介護・就労継続支援Ｂ型） 岡本 2-33-23 障害 

岡本福祉作業ホーム（生活介護・就労移行支援・就労

継続支援Ｂ型） 
岡本 2-33-24 障害 

特別養護老人ホーム 博水の郷 鎌田 3-16-6 高齢 

砧工房分場キタミ・クリーンファーム（就労移行支援） 喜多見 7-3-1 障害 

特別養護老人ホーム 喜多見ホーム 喜多見 7-20-26 高齢 

特別養護老人ホーム 砧ホーム 砧 3-9-11 高齢 

養護老人ホーム 友愛ホーム 砧 3-9-11 高齢 

友愛園（生活介護） 砧 3-9-11 障害 

世田谷更生館（就労移行支援・就労継続支援Ｂ型） 砧 3-9-11 障害 

友愛デイサービスセンター（生活介護） 砧 3-9-11 障害 

コーポ友愛（福祉ホーム） 砧 3-9-11 障害 

砧工房（就労移行支援・就労継続支援Ｂ型） 砧 4-32-14 障害 

特別養護老人ホーム 成城アルテンハイム 成城 6-13-17 高齢 

グランクレール成城（有料老人ホーム） 成城 8-20-1 高齢 

特別養護老人ホーム エリザベート成城 成城 8-27-24 高齢 

わくわく祖師谷（生活介護・就労継続支援Ｂ型） 祖師谷 3-21-1 障害 

千歳台福祉園（生活介護） 千歳台 3-31-9 障害 

おおらか学園（生活介護） 船橋 1-30-9 障害 

特別養護老人ホーム 有隣ホーム 船橋 2-15-38 高齢 

特別養護老人ホーム 第 2有隣ホーム 船橋 2-15-38 高齢 

ニチイホーム千歳船橋（有料老人ホーム） 船橋 3-19-14 高齢 

障害者就労支援センターすきっぷ（就労移行支援） 船橋 5-33-1 障害 

烏 山 地 域 

避難所名 所在地  

ゆうらいふ世田谷（有料老人ホーム） 粕谷 2-8-5 高齢 
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特別養護老人ホーム 芦花ホーム 粕谷 2-23-1 高齢 

特別養護老人ホーム 上北沢ホーム 上北沢 1-28-17 高齢 

ニチイホーム成城（有料老人ホーム） 上祖師谷 4-24-15 高齢 

ツクイ・サンシャイン成城（有料老人ホーム） 上祖師谷 6-29-19 高齢 

特別養護老人ホーム 東京敬寿園 上祖師谷 7-1-1 高齢 

烏山福祉作業所（就労継続支援Ｂ型） 北烏山 1-29-15 障害 

特別養護老人ホーム 久我山園 北烏山 2-14-14 高齢 

都立久我山青光学園 北烏山 4-37-1 障害 

特別養護老人ホーム フォーライフ桃郷 北烏山 7-8-11 高齢 

給田福祉園（生活介護） 給田 5-2-7 障害 

特別養護老人ホーム せたがや給田乃杜 給田 5-3-5 高齢 

特別養護老人ホーム 千歳敬心苑 給田 5-9-5 高齢 
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３ 福祉避難所（高齢者・障害者）利用のための確認シート【様式例】 
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４ 個別避難計画【様式例】 

  （表面） 
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（裏面） 
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５ 在宅療養者への支援 

  在宅人工呼吸器使用者及び在宅酸素使用者等の災害時に配慮を要する在宅療養

者について、区は平常時から対象者の把握に努めるとともに、災害時の対策を推進

する。 

 平常時の取組み 

①災害時個別支援計画の作成・更新 

災害時に人工呼吸器使用者を適切に支援するため、区はかかりつけ医、訪 

問看護ステーション等の協力のもと、在宅人工呼吸器使用者の災害時個別支援

計画の作成・更新を行う。 

 

②停電時の対策 

災害時に停電した場合に備えて、平常時から人工呼吸器等医療機器の研修会

等を実施する。 

なお、停電時の対応は自助を基本とするが、停電が長期化した場合等に備え、

区は電源の確保等への対策の検討に取り組む。 

 

 災害時の取組み 

①在宅人工呼吸器使用者等への対応 

区は、「災害時人工呼吸器使用者リスト」を基に在宅人工呼吸器使用者の安

否確認を行う。 

人工呼吸器使用者及び家族に被害状況、医療機関の開設状況等の情報を提供

するとともに、できるだけ在宅医療が継続できるよう支援する。 

なお、在宅療養の継続や避難等に対し、「災害時個別支援計画」による支援が

困難な場合は、区は東京都へ支援を要請する。 

 

②透析患者等への対応 

東京都は、日本透析医会等との連携により、透析医療機関の被災状況、透析

医療の可否について情報を収集し、関係機関に情報を提供する。また、被災状

況に応じて、水や医療品等の供給、患者搬送について関係機関と調整するほか、

他道府県への支援要請について必要な調整を図る。 

 

③その他 

区は、在宅酸素使用者等、上記以外の場合にも関係機関と調整して対応する。

また、必要に応じて東京都への応援を要請する。 
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《参考》在宅人工呼吸器使用者の災害時個別支援計画（様式例） 
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世田谷区避難行動要支援者避難支援プランの改定【新旧対照】

中項目 主な変更点

第１章 総則 １基本的な考え方 ４要配慮者・避難行動要支援者支援・避難支援者
２計画の位置づけ ５避難支援の仕組み・進め方
３想定する災害

第２章 避難行動要
支援者情報の収集・
共有の方法

１対象者名簿の作成・配備
２同意者名簿の作成・配備
３名簿作成に関する関係部署の役割
分担
４個人情報の取扱い

〇個別避難計画作成の努力義務化
・災害対策基本法改正により個別避難計画の作成が義務化。区が優先度の高い者から個別避難計画を作成。
・本人や地域団体作成したものも区に提出し、個別避難計画として扱う。
・名称も「個別避難計画」に整理（第８章より移設）

第３章 避難支援体
制

１避難行動要支援者支援検討部会の設置 ３関係機関及び地域との連携・協働
２避難行動要支援者支援班等の設置

第４章 情報伝達・
安否確認・避難誘導

１情報伝達体制
２安否確認・避難支援

第５章 避難所にお
ける支援

１避難所における支援
２福祉避難所（高齢者・障害者）にお
ける支援
３在宅避難への支援

〇指定福祉避難所の設置（新設）と受け入れ対象者の事前マッチング
・事前に受入者の調整を行い、指定福祉避難所への直接避難を促進。
・指定福祉避難所ごとに受入対象者を特定して予め指定の際に公示することによって受入対象者とその家族のみが
避難する施設であることを明確化。
・小規模な施設やスペースでも指定福祉避難所の要件を満たせな、指定福祉避難所として指定。

〇福祉避難所（母子）（資料編から本編への移設）

第６章 普及啓発 １行動マニュアル等の整備 ３講演会の開催
２避難訓練の実施

第７章 風水害対策 １区内河川の現況
２近年の水害
３水防体制
４避難支援
５土砂災害対策
６普及・啓発

〇「避難指示」への一本化。
・避難のタイミングを明確にするために、警戒レベル４の「避難勧告」と「避難指示（緊急）」を一本化。
変更後は、レベル５「緊急安全確保」レベル４「避難指示」レベル３「高齢者等避難」

〇災害が発生するおそれの段階で対策本部の設置。
〇水害時避難所の設置（新設）
・水害時避難所（第１次）：台風接近・通過前日まで（24時間前まで）に開設。
・水害時避難所（第２次）：台風接近・通過当日（暴風雨前）までに開設

〇風水害の平時からの避難行動等に関する普及啓発（新設）

第８章 計画の推進
に向けて

１計画の見直し
２区のマニュアル整備
３避難行動要支援者対策の今後の進め方

重点課題安否確認、避難計画の強化 福祉避難所の連携の強化 風水害対策の強化

資料２の別紙３

主な変更点は で囲われた項目
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事 務 連 絡  

令和３年１１月１日  

地域包括支援センター運営協議会 

委員 各位 

  

                 保健福祉政策部生活福祉課長 工藤 木綿子 

 

身元保証人が立てられない方の入院・入所に関する 

世田谷区版ガイドライン（案）について 

 

日頃より、高齢者の権利擁護に関し、ご協力いただきありがとうございます。 

この度、身元保証に係るガイドライン（案）を作成（修正箇所を網掛け）しました

ので、ご意見等をお送りいただくようお願いいたします。 

 

記 

１ 検討経過 

令和３年３月に関係機関の皆様に身元保証に係るガイドライン（素案）をお示しし、

ご意見をいただきました。 

これまでも、介護施設へのアンケートの実施や医療機関へのヒアリングを行うなど

現場からの情報収集を行う中で、身元保証のいない方については、緊急入院やそのほ

かの不測の事態に備えて、平時からの備えが重要であるとのご意見をいただいており

ます。 

そのため、本ガイドラインとしては、緊急時安心ツール（いのちのバトン等）やＡ

ＣＰ（人生会議）など日ごろからできることなどに重点を置いて作成しております。  

一方、このガイドラインは、ＭＳＷや施設の相談員の方に相談していただくよう記

載しており、具体的な対応方法までは記載できておりません。素案についてのご意見

としても、ＭＳＷ等はどのように対応すればよいかとご意見があがっておりました。

このことにつきましては、関係所管と検討を進め、ケースにより対応が異なるため、

ガイドラインへの記載については、慎重に考えていくこととなりました。 

ガイドラインとしてはＭＳＷ等の具体的な対応方法までは記載できておりません

が、当然のことながら、ＭＳＷや施設の相談員の方と、区の関係所管とで連携して対

応してまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

裏面あり 
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２ 今後の進め方 

策定したガイドラインを医療従事者や介護事業者の方に周知し、ガイドラインの公

表で完成ではなく適宜修正を加えながら、より使用しやすいガイドラインへ更新して

いきます。 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

 １１月    地域保健福祉審議会（案の報告） 

１２月以降  ガイドラインの公表  

 

４ 担当 

保健福祉政策部生活福祉課管理係 飯田・小林 電話５４３２－２７６７  



 

 

 

身元保証人が立てられない方の 

入院・入所に関する 

世田谷区版ガイドライン 

（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１０月 

世田谷区 

 

R031025 時点 
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１ ガイドラインの目的 

厚生労働省からの通知（平成３０年４月２７日）では、身元保証人等がいな

いことのみを理由に入院や入所を拒否してはならないとされていますが、医

療・介護の現場において、病院の転院や退院、施設利用等の際に「保証人」が

いないことで、必要な医療や介護サービスの利用に時間を要するなど、区民に

とって「保証人」が足かせになっている事例があります。 

本ガイドラインは、医療・介護の現場で必要とされる「身元保証」について、

世田谷区における定義や考え方、具体的な対応方法、施策や事例等を示し、医

療機関や介護事業者等と共有することで、「身元保証」等がない方でも必要な

医療や介護がスムーズに受けられるよう作成いたしました。  

なお、このガイドラインは、次の方々の使用を想定しています。 

（１）支援に関わる行政職員 

（２）医療ソーシャルワーカー（以下「ＭＳＷ」という。）等の医療関係者 

（３）あんしんすこやかセンター（地域包括支援センター） 

（４）介護や障害などの事業者職員 

 

◇ガイドライン作成の経緯 

令和元年７月の全区版地域ケア会議（世田谷区地域保健福祉審議会）にお

いて、「身元保証人が立てられない方の入院・入所について」をテーマとし

て取り上げ、会議では、「テーマの困難性から、すぐには解決できないが、

まずは世田谷区版ガイドラインを作成してはどうか」との意見をいただき検

討を始めました。 

 

２ 身元保証等がない方の定義（ガイドラインの対象者） 

本ガイドラインで示す支援方法の対象者となる身元保証等がない方の定義

については、次の２つの場合とします。 

（１）身寄りのない独居の方 

（２）家族支援が受けられない方 

 

３ 身元保証等の範囲 

病院の入退院や、施設への入退所とします。 

※民法の「保証人（金銭保証）」や雇用契約上の「身元保証（損害賠償）」は

除きます。 
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４ 身元保証に関する現状と課題 

  医療・介護の現場では身元保証人や身元引受人など、さまざまな「保証人」

が求められていますが、その内容は施設・病院ごとに異なるなど、明確でない

のが現状です。施設へのアンケートや病院へのヒアリング等を通して、医療・

介護の現場での身元保証について、現状と課題を整理しました。 

 

（１） 現状 

高齢者の状況 

 

〇 全国的に少子高齢化が進む中、世田谷区でも高齢者人口及び高齢化率とも

増え続けています。 

   

 

    第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画より引用 

 

○ ６５歳以上の高齢者の世帯状況を見ると、ひとり暮らしの人が 33.0％、高

齢者のみ世帯の人が 37.5％を占め、合計では 70％を超えております。 

 

※その他世帯‥65 歳未満の家族と同居する高齢者 

 

第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画より引用 

単身世帯
高齢者のみ世帯

の人口
その他の世帯の

人口
高齢者人口計

65歳以上人口 60,911人 69,337人 54,446人 184,694人 
75歳以上人口 38,785人 36,446人 22,976人 98,207人 
85歳以上人口 18,357人 9,566人 6,686人 34,609人 

（人） 
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（２） 課題 

 

〇 我が国では、少子高齢化が進展する中、認知症等により判断能力が不十分な

人が増加するとともに、単身世帯の増加や頼れる親族がいない人の増加とい

った状況がみられます。 

世田谷区においても、高齢化率は２０％を超え、６５歳以上の高齢者世帯状

況を見ると７０％以上が高齢者のみで生活している実態がわかりました。 

これまで多くの医療機関では、家族等がいることを前提として、判断能力が

不十分な人の手術等について家族等に同意書へのサインを求める運用や、入院

費等の支払い、緊急時の連絡等の役割を果たす「身元保証」を求めてきた現状

があります。 

このような状況を踏まえ、関係者の方々への身元保証に関するアンケートや

ヒアリングにより、以下の事項について検討すべき課題が改めて浮き彫りとな

りました。 

  ※①～④は成年後見制度を利用することで、下記の課題に対応できること

もあります。制度の利用に関しては２２ページ参照。 

 

①緊急連絡先 

②入院費・施設利用料の支払い代行 

③生存中の退院・退所の際の居室等の明け渡しや、退院・退所支援に関すること 

④入院計画書やケアプランの同意 

⑤入院・入所中に必要な物品を準備する等の事実行為 

⑥医療行為（手術や検査・予防接種等）の同意 

⑦遺体・遺品の引き取り・葬儀等 

 

※⑤～⑦については、成年後見人等が行うことはできません。しかし、成年後見

制度を利用することで、利用しないときよりスムーズに対応できることもあ

ります。例えば、医療行為の同意については、本人の意思を推測できるこれま

での出来事を伝える等して、担当医が最善の治療を行いやすくする状況を提

供することができる場合があります。  
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５ 身元保証等がない方への対応 

身元保証の確保が難しい方を福祉施設で受け入れて支援を行うにあたり、身

元保証人等に求めている役割に対応できる既存の制度・サービス等については、

以下のとおりです。 

<参 考>「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支

援に関するガイドライン」厚生労働省 

 

（１） 緊急連絡先 

①成年後見制度を利用している場合 

 

後見人等が緊急連絡先となります。 

 

②成年後見制度を利用していない場合 

緊急連絡が必要な内容によって、窓口となる行政担当課などに連絡します。 

ⅰ【死亡の場合】 

「７ 遺体・遺品の引き取り・葬儀等」を参照してください。 

ⅱ【本人の意識レベルが悪く、医療同意できない場合】 

  「６ 医療行為（手術や検査・予防接種等）の同意」を参照してくださ

い。 

ⅲ【施設入所中の急変時】 

  各施設の相談員へ相談してください。 

 

 

  
◆相談員は上記ⅰまたはⅱに従い、行政担当課に連絡します。 

◇あらかじめ、「緊急時安心ツール」、「熱中症予防シート」、「お薬手帳を活用

した連絡カード」を活用することで、スムーズに緊急連絡先などを共有す

ることが可能となります。 
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コラム 「緊急時安心ツール（いのちのバトン等）」と「熱中症予防シート」 

 

救急車での緊急対応時に役立つツールとして、見守り施策による「いのちの

バトン」や「あんしんカード」「緊急安心カード」などが利用されています。

様々な地区で工夫が凝らされ、保管場所も「冷蔵庫内のドアポケット」「冷蔵

庫外に添付」と様々です。ご利用の場合は世田谷区社会福祉協議会の各地区事

務局にお問い合わせください。 

 区では、令和２年度から「熱中症予防シート」の裏面に、緊急連絡先（氏

名・関係・電話番号）やかかりつけ病院名を記載できるよう変更しました。 

 民生委員・児童委員や保健福祉課などで配布しています。 

いざという時に困らないように、日ごろから緊急連絡先などを明らかにして

おきましょう。 

 

 ※熱中症予防シート 資料編３２ページ再掲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       裏                  表 
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※緊急時安心ツール（例 命のバトン） 資料編３３・３４ページ再掲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  緊急時安心ツール取り組み状況 
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コラム お薬手帳を活用した連絡カードの活用について 

 

区ではお薬手帳を活用し、よりよい医療・介護を皆さんに提供するよう、かか

りつけ医やかかりつけ薬局、処方されている薬剤、ケアマネジャー、訪問看護、

ヘルパー等患者さんに関わるチームの担当者の情報を共有するための連携カー

ドを作成しました。 

皆さんが受けている医療や介護の状況が一目で分かり、支援者で情報が共有

でき、災害時や緊急時に必要な医療やケアを受けるにも役立ちます。 

薬局やあんしんすこやかセンターにて配布しています。ぜひ、ご活用ください。 

 

記入する連絡先の例 

 〇病院  〇かかりつけの医者・歯医者  〇かかりつけの薬局 

 〇家族  〇民生委員など福祉関係者   〇ケアマネジャー   

  

 

 ※連絡カードの使い方チラシ・連絡カード 資料編３１ページ再掲 
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（２） 入院費・施設利用料の支払い代行 

①成年後見制度を利用している場合 

後見人等が支払いを代行します（保佐・補助・任意後見であれば、代理権の

範囲によってはできない場合もあります）。後見人等は本人の資産から支払い

を代行しますので、本人の資産の範囲内での対応になります。 

後見人等が入院費・施設利用料を保証人として、負担はしません（債務の保

証はできません）。 

 

②成年後見制度を利用していない場合 

本人に判断能力がある場合は、可能な限り、本人に対して普段どのように金

銭の出し入れや管理をしていたのか聞き取りをします。金銭管理のみかかわっ

ていた人がいることもあります。その場合は本人の意向を確認したうえで、そ

の人に連絡を取ります。 

本人に判断能力がない場合は、まず、担当のソーシャルワーカーに相談しま

しょう。 

入院中であればＭＳＷ、入所中であれば施設相談員が窓口となります。 

ＭＳＷ、施設相談員は関係機関と調整します。 

 

◆ＭＳＷ・施設相談員の方は、次のことを確認・検討することで対

応できる可能性があります。 

 

 １ 医療保険証を確認する。 

 ２ 口座振替サービスを検討する。 
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■■入院費の未払いを防ぐために■■ 

本人の医療保険証を確認する。 

【あり】①通常保険証の場合→限度額負担認定証の申請手続き 

②短期保険証の場合→医療費支払い確認 

   （短期保険証の場合は保険料の支払いが滞っていることが考えられ

ます。本人が窓口で支払う医療費負担を軽減するための限度額負

担認定証を出してもらえない場合があります。） 

 

【なし】保険証再発行・保険加入手続き支援（生活保護申請を含む） 

 

◆問合先 

１ 国民健康保険の場合 

（１）保険証、限度額負担認定証に関することは、国保・年金課に相談くだ

さい。 

（２）生活保護に関することは、住所地の総合支所保健福祉センター生活支

援課に相談ください。 

 ※生活保護の開始時期は、医療機関が問い合わせをした時点になりますの

で初期対応が重要となります。 

 

２ 国民健康保険以外の場合 

 医療保険の加入先にご確認ください。 

 

■■ペットや植物の管理について■■ 

それまで、飼っていたペットや手入れをしてきた植物はどうするか、事

前に考えておきましょう。近隣や親族に頼めるのか、頼めない場合は、ど

こか依頼できるＮＰＯがあるか情報を集めておくなど、日ごろから本人へ

働きかけをしましょう。 

 

東京都動物愛護相談センター（０３－３３０２－３５０７）では、ペッ

トに関する相談を受け付けています。また、新しい飼い主探しの助言や協

力をお願いできるボランティア団体を紹介しています。 
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コラム 口座振替サービスについて 

 

利用者（入院・入所）の取引金融機関から、口座振替により代金を回収する

ことができます。 

 口座振替サービスを利用することで、入院費や施設利用料などの支払いが

スムーズに行うことが可能となります。 

 詳細は、金融機関へご確認ください。 

 

（例）○○病院の場合 

 １ 利用手続き 

（１）○○病院とりそな銀行および、りそな決済サービスとの間で「代金回

収事務委託契約」を結ぶ。 

（２）利用者から○○病院に「預金口座振替依頼書」を提出いただく。 

   ※銀行への届出印を押印する 

（３）○○病院からりそな銀行へ「預金口座振替依頼書」を提出する。 

２ サービスの仕組み 

（１）りそな銀行に対して、請求明細（引落依頼データ）を送信する。 

（２）りそな銀行が関連会社のりそな決済サービスを通じて、利用者の取引

金融機関に対し、口座振替による引落依頼を行う。 

（３）利用者の取引金融機関が、上記引落依頼に基づき、利用者の口座から

代金を引き落とす。 

（４）利用者の取引金融機関が、りそな決済サービス（りそな銀行）へ送金

するとともに振替結果を連絡する。 

（５）りそな銀行が、各金融機関から連絡を受けた振替結果を、○○病院に

対して連絡するとともに、指定口座へ代金を振り込む。 
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（３） 生存中の退院・退所の際の居室等の明け渡しや、退院・退所支援に関

すること 

①成年後見制度を利用している場合 

まずは後見人等と相談を行います。居室の原状回復費用などの金銭による支

払いは、本人の資産の範囲内で後見人等が支払います。 

 

②成年後見制度を利用していない場合 

本人に判断能力がある場合は、本人と退院や退所に向けた相談を行います。 

本人に判断能力がない場合は、まず、担当のソーシャルワーカーに相談しま

しょう。 

 入院中であればＭＳＷ、入所中であれば施設相談員が窓口となります。 

 ＭＳＷ、施設相談員は関係機関と調整します。 

 

 

 

（４） 入院計画書やケアプランの同意 

  本人に理解できるようわかりやすく説明を行います。本人以外に同席し説

明を希望するものがいる場合には、本人の意向を確認し、情報提供を行います。 

 

①成年後見制度を利用している場合 

後見人等が内容を確認し、同意します。（保佐・補助・任意後見であれば、

代理権の範囲によってはできない場合もあります） 

 

②成年後見制度を利用していない場合 

本人に判断能力がある場合は、本人が同意します。 

本人に判断能力がない場合は、まず、担当のソーシャルワーカーに相談しま

しょう。 

 入院中であればＭＳＷ、入所中であれば施設相談員が窓口となります。 

 ＭＳＷ、施設相談員は関係機関と調整します。 
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（５） 入院・入所中に必要な物品を準備する等の事実行為 

①成年後見制度を利用している場合 

まず、後見人等に相談してみましょう。 

後見人等は、病衣やタオル、洗面用具等の入院・入所に必要な物品の準備な

どの事実行為を行う義務はありません。しかし、これらを行う有償サービスを

手配するのは、後見人の業務に含まれます。 

ただし、身上保護・財産管理等、後見人の職務を行う一連の流れの中で事実

行為も同時に行わざるを得ない場合は多々あります。事実行為の具体的な内容

を後見人等に伝えましょう。 

 

②成年後見制度を利用していない場合 

本人の判断能力がなく、かつ本人ができない場合は、まず、入院中であれば

ＭＳＷ、入所中であれば施設相談員に相談しましょう。 

ＭＳＷ、施設相談員は関係機関と調整します。 

 

 

  ◆ＭＳＷ・施設相談員の方は、次のことを検討することで対応でき

る可能性があります。 

 

 １ 民間の家事代行サービスを検討する。 

 ２ リース契約を検討する。 
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（６） 医療行為の同意について 

医師が医療行為の同意を求める理由は、手術等は身体に対する医的侵襲行為

であることから、患者本人の承諾を得なければ傷害罪等の違法な行為となると

いう問題と、損害賠償等のリスク回避の観点が考えられます。 

予防接種や手術などの医療を受けることに関する決定権（医療行為の同意）

は、患者本人が有しており一身専属的な権利と考えられています。一方、一般

的に、家族には医療行為に対して同意する権限があると理解されており、医療

現場では家族からの同意が得られていますが、法律上の明確な根拠があるもの

ではありません。 

したがって、第三者の成年後見人等や福祉施設の職員は、医療行為の同意は

できません。 

ただし、成年後見人は本人の意思を推測できるこれまでの出来事を伝える等

して、担当医が最善の治療を行いやすくする状況を提供することができる場合

があります。 

 

①本人に医療行為の同意能力がある場合 

本人の同意に基づいて医療行為を行ってもらうよう医師にお願いします。 

②本人に医療行為の同意能力がない場合 

患者にとって最善の治療方針を、医療・ケアチームで慎重に判断してもらう

こととなります。 

 

<参 考>「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラ

イン」厚生労働省 

〈 ｢人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン｣

リーフレットから 〉 

  

◇あらかじめ、「ＡＣＰガイドブック」を活用することで、もしもの時に自分

が受けたい治療やケアを医療・介護関係者などと共有できます。最善の治

療方針を判断する際にも、参考となります。 
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コラム 人生の最終段階の医療やケアについて話し合ってみませんか 

～ＡＣＰ（人生会議）の取り組み～ 

 

命の危険が迫った状態になると、約７０％の方が、医療やケアなどを自分で

決めたり望みを人に伝えたりすることが、できなくなると言われています。  

本人が「自分らしく生きて行く」ためには、希望する療養生活や人生の最終

段階の過ごし方を信頼できる方と話し合って、共有することが重要です。 

 

もしものときのために、あなたが望む医療やケアについて、前もって考え、

繰り返し話し合い、共有する取り組みを「ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プラン

ニング：人生会議）」と呼びます。 

 

区では、ご本人が人生の最終段階をどのように過ごしたいのか、家族や医療・

介護関係者との対話を促すコミュニケーションツールとしてのガイドブックを

作成しています。 

人生の最終段階について、自らの価値観を振り返りながら、楽しく・前向き

に考えられるような内容となっています。ぜひ、手に取ってご覧ください。 

※区ホームページでもご確認いただけます。 
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（７） 遺体・遺品の引き取り・葬儀等 

①死亡届 

福祉施設で亡くなられた場合は、施設長が死亡届の届出義務者になります。

また、病院で亡くなられた場合は、病院長が死亡届の届出義務者になります。 

成年後見制度を利用している場合は、後見人等も死亡届の届出資格者になりま

す。（戸籍法８６条） 

 

届出義務者 第一 同居の親族 

第二 その他の同居者 

第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人 

届出資格者 同居の親族以外の親族 

後見人、保佐人、補助人及び任意後見人（任意後見受任

者） 

 

②遺体・遺品の引き取り、葬儀 

成年後見制度を利用している場合でも、後見人等は遺体・遺品の引き取りは

できません。（※） 

身寄りのない方が亡くなられた場合には、死亡地の市町村長の責任において

火葬を行うこととなりますので、世田谷区役所生活福祉課に連絡をします。（生

活保護受給者については住所地の総合支所保健福祉センター生活支援課に連

絡をします。） 

 

※成年後見人のみ、一定の要件を満たした場合に、一部の死後事務を行うことが

できます。（保佐人・補助人は基本的にできません。） 

〈成年後見人が対応できる死後事務〉 

ⅰ個々の相続財産の保存に必要な行為 

ⅱ弁済期が到来した債務の弁済（施設利用料、医療費、公共料金等の支払い） 

ⅲ遺体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産全体の保存に必要

な行為 

〈死後事務を行うための要件〉 

ⅰ成年後見人が死後事務を行う必要があること 

ⅱ成年被後見人の相続人が相続財産を管理することができる状態に至ってい

ないこと 

ⅲ成年後見人が死後事務を行うことについて、成年被後見人の相続人の意思に

反することが明らかな場合でないこと 

ⅳ家庭裁判所の許可（成年後見人が対応できる死後事務のⅲ）の場合） 
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■■身元のわからない・引き取り手のないご遺体の取扱について■■ 

 

１ 区役所でお引取りを行うご遺体は次のとおりです。 

（１）葬祭を執行する者がない又は判明しない（行旅死亡人取扱法） 

（２）埋葬又は火葬を行う者がない又は判明しない（墓地埋葬法） 

２ 死亡地（発見地）を管轄する区市町村が葬祭を執行します。 

※世田谷区にお住まいの方でも、区外で亡くなられた場合は、死亡地の区

市町村にお問合せください。 

３ 区役所が対応できる事務は法律上次のとおり定められています。 

（１）ご遺体のお引取り・火葬・埋葬 

（２）遺留金品のお預かりと火葬費用への充当 

（３）官報公告による告示・公告（行旅死亡人の場合） 

（４）遺族への区が負担した火葬費用の請求（約２０万円） 

※区では、アパートの家財整理などを行うことはできませんのでご注意く

ださい。（遺留品等は相続人の所有になるため） 

※ご遺体のお引き取りは、火葬場の空き状況によって、お時間がかかる場

合があります。 

４ 連絡先は次の通りです 

（１）平日８時３０分～１７時 

世田谷区 保健福祉政策部 生活福祉課 生活福祉担当 

電 話 ０３－５４３２－２９３１ 

ＦＡＸ ０３－５４３２－３０２０ 

※亡くなられた方が生活保護受給中の場合は、住所地の総合支所保健福祉

センター生活支援課にお問合せください。 

（２）土・日・祝日・夜間 

世田谷区役所代表電話（０３－５４３２－１１１１）にご連絡ください。

生活福祉課担当者から折り返しご連絡します。 
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コラム 「私の希望ファイル」 

 

区は、認知症の人を含む全ての区民が自分らしく生きる希望を持ち、本人の

意思と権利が尊重され、安心して暮らし続けることのできる地域共生社会の実

現をめざし、令和２年１０月１日「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」

を施行しました。 

取り組みの一つとして、「私の希望ファイル」を推進していきます。 

「私の希望ファイル」とは、区民が、認知症になってからも自分らしく暮ら

し続けるための備えとして、認知症になる前及びなった後においての生活に係

る自らの思い、希望または意思を繰り返し書き記す過程及びその文書または記

録をいいます。区民が「私の希望ファイル」に取り組むことで、認知症への理

解が深まるとともに、本人の希望の実現を区民、地域団体、関係機関及び事業

者が協力し、支援することで、暮らしやすい地域づくりにつなげていきます。 

本人だけでなく、関係機関向けにも説明会や研修を開催し、「私の希望ファ

イル」の主旨や活用について医療機関や介護サービス事業者、支援機関等に広

く伝わるように働きかけていきます。よりわかりやすく使いやすいものとなる

よう、実際に利用した人からのフィードバックをもとに内容を更新していきま

す。 

認知症になる前から、自分の意思等を書き留めるなどの認知症への備えをし

ましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※希望条例パンフレットより抜粋 
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６ 事前対応策 

成年後見制度を利用する以外にも、あらかじめ以下の対応策を講じることで、

身元保証に関する課題を解決できる部分があります。対象者別にまとめました

ので参考にしてください。 

 

 

（１）支援に関わる行政職員 

  ①あんしん事業（地域福祉権利擁護事業）活用の検討 

   ※あんしん事業（地域福祉権利擁護事業）については、２４ページ参照 

 

 

（２）ＭＳＷ等の医療関係者 

  ①口座振替サービスの検討 

②ＡＣＰガイドブックを活用した希望する医療・介護の共有 

 

 

（３）あんしんすこやかセンター（地域包括支援センター） 

  ①緊急時安心ツール、熱中症予防シート、お薬手帳を活用した連絡カードを

活用した緊急連絡先の確認 

  ②あんしん事業（地域福祉権利擁護事業）活用の検討 

③ＡＣＰガイドブックを活用した希望する医療・介護の共有 

 

 

（４）介護や障害などの事業者職員 

①お薬手帳を活用した連絡カード 

②あんしん事業（地域福祉権利擁護事業）活用の検討 

③口座振替サービスの検討 

④ＡＣＰガイドブックを活用した希望する医療・介護の共有 
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７ おわりに 

少子高齢化、家族関係や地域でのつながりの希薄化が進むなど昨今の社会情

勢から、福祉サービスの利用等にあたって「身元保証人等」の確保が困難な人々

は、今後も増加していくことが十分に想定されます。 

「５ 身元保証等がない方への対応」において対応できる制度やサービスに

ついて整理したところですが、成年後見制度の支援ニーズは多くあるなかで、

制度やガイドラインがあったとしても行政や病院における実際の対応とは異

なるなど運用面に課題があり、既存の制度やサービスだけでは十分に対応でき

ないことは少なからずあります。 

ヒアリングや検討の中でも、緊急対応になる前の事前の準備が必要とのご意

見を多くいただきました。区では、コラムなどにも記載しましたが、緊急入院

やＡＤＬが低下する前に、人生の最終段階の過ごし方について考えるきっかけ

として様々な施策を展開しております。 

支援者の皆様には、緊急時に困ることのないよう、ぜひこうした施策を多く

の方にお知らせしていただき、啓発をお願いしたいと思います。 

また、このような中、身寄りがなく福祉的な支援が必要とされる方々を地域

社会から排除することなく包摂していくためには、それぞれの地域において福

祉関係者のみならず、行政・医療機関も含めた関係者間の情報共有や合意形成

を図っていくことが求められています。 

このガイドラインをきっかけに、今後も関係機関の皆様と引き続き検討を行

っていきたいと考えております。 

このガイドラインを、現場で「身元保証」への対応が必要となった場合の参

考として活用していただきますようお願いいたします。 
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資 料 編 
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１ 成年後見制度 

（１） 成年後見制度とは 

認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でなくなり、自分 

一人では、契約や財産の管理などをすることが難しい方が、自分らしく安心し

て暮らせるように、その方の権利を守り、法的に支援する制度です。 

  成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。 

 

（２） 法定後見制度 

すでに認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が十分ではないため、自

分自身で法律行為を行うことが難しい場合に、家庭裁判所が適任と思われる援

助者（成年後見人・保佐人・補助人）を選任し、本人を法的に支援する制度で

す。 

 

（３） 任意後見制度 

将来、自分が認知症等で契約や支払いができなくなったときに備えて、「誰

に」「どのような支援をしてもらうのか」をあらかじめ契約により決めておく

制度です。公正証書で作成する必要があります。 

 

（４） 申立ての流れ（法定後見制度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事案の内容、本人の判断能力等によって、審理期間は大きく変わりますが、

スムーズに進む案件（調査や鑑定が不要）で、申立てから１～２か月で後見業

務が開始となります。  

①申立て準備 

  ⅰ申立てに必要な住民票、戸籍抄本、診断書などを揃える。 

  ⅱ成年後見人等の候補者を決める。候補者がいない場合は家庭裁判所が

適任者を選任する。 

②申立て  家庭裁判所に申立てをする。 

③審理   家庭裁判所が確認や調査をする。 

④審判   成年後見人等を家庭裁判所が決める。 

⑤登記   成年後見人等が法務局に登記され、業務開始。 
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（５） 成年後見制度「区長申立て」 

①区長申立てとは 

親族がいない、居ても遠方にいる、あるいは申し立てることを拒否する、等の

場合、本人が居住する地域の首長（市区町村長）が制度利用を申し立てることが

できます。これを成年後見制度の首長申立てといいます。 

区では、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者、精神障害者の方

で、親族（二親等以内）からの支援が得られない方に対して、区が親族等に代わ

って後見等開始の申立て（区長申立て）を行います。 

 

②根拠法令 

ⅰ老人福祉法（昭和３８年７月１１日法律第１３３号） 第３２条 

ⅱ知的障害者福祉法（昭和３５年３月３１日法律第３７号） 第２８条 

ⅲ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年５月１日法律第１２

５号）第５１条の１１の２ 

 

③区長申立ての事前調査・準備 

親族が「存在しない」「判明しない」「関わりを拒否している」及び「虐待等に

より親族による申立てが適当ではない」場合は、親族に代わって区長が申立てを

すべきか検討します。その際、手続きは各総合支所保健福祉センターの担当所管

（生活支援課・保健福祉課・健康づくり課のうち、対象者の支援を中心に担って

いる課）で進めていきます。 

戸籍調査による親族の確認や診断書の取得など区長申立ての準備には時間が

必要です。 

 

 

（６） 成年後見制度報酬助成 

 後見活動が開始され、後見人に専門職（法人後見含む）が選任された場合、報

酬が必要になります。生活保護受給者や生活困窮者などの報酬を支払うことが

困難である方に対し、区では報酬の助成を行っており、成年後見制度を適切に利

用できるよう支援しています。 

※要件や助成額の上限があります。詳しくは、生活福祉課へお問い合わせくださ

い。 
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２ あんしん事業（地域福祉権利擁護事業） 

※原則、在宅サービスであり、入院・入所する前に利用できるサービスです 

 

（１） あんしん事業とは 

判断能力が十分でない、または生活に不安のある高齢者や障害のある方が住

み慣れた世田谷で安心して暮らせるよう、自宅を定期的に訪問し、福祉サービ

スに関する情報の提供や相談受付、預貯金の払い戻し等の支援、見守りを行う

制度です。 

 

（２） 事業内容 

①福祉サービス利用援助 

福祉サービスを安心してご利用できるように、契約手続き等のお手伝いを

します。 

  ⅰ福祉サービスの利用に関する情報の提供、相談 

  ⅱ福祉サービスの利用における申込み、契約の援助 

  ⅲ福祉サービスの利用料金の支払い援助 

  ⅳ福祉サービスの苦情を解決するための手続きの援助 

 

②日常的金銭管理サービス 

  日常の暮らしに欠かせない、金銭の支払いなどをお手伝いします。 

  ⅰ年金や福祉手当の受領に必要な手続き援助 

  ⅱ社会保険料、公共料金、家賃などの支払い手続き援助 

  ⅲ病院への医療費の支払い援助 

  ⅳ日常生活に必要な預金の払い戻し、預け入れ、解約の手続き援助 

 

③書類等預かりサービス 

  大切な書類、通帳、印鑑などをお預かりします。 

  ⅰ年金証書 

  ⅱ預貯金の通帳 

  ⅲ権利証 

  ⅳ契約書類 

  ⅴ実印、銀行印 
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（３） 利用料金  

 

福祉サービスの 

利用援助 
日常的金銭管理サービス 料金 

〇 － １回１時間までは 1,000円

（１時間を超えた場合は、

３０分まで 500円を加算） 
〇 通帳を本人が保管する場合 

〇 通帳を預かる場合 

１回１時間までは 2,500円

（１時間を超えた場合は、

３０分まで 500円を加算） 

書類等の預かりサービス（財産保全サービス） １ヶ月 1,000円 

※詳細は世田谷区社会福祉協議会にご確認ください。 
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３ 特別養護老人ホーム向けアンケート結果 

 

〇 ガイドライン作成に向け、実態を調査するため、特別養護老人ホームにご協

力いただき「身元保証に関するアンケート」を令和２年度に実施いたしました。 

 （26施設中 15施設回答 回答率 57.6％） 

 

（１） これまで保証人の確保が難しい方の相談はありましたか。 

  ① はい・・・１２ 

  ② いいえ・・・３ 

 

（２） （１）ではいと答えた施設でこれまでにどのような対応をされましたか。 

  ① 本人と契約のみで利用・・・２ 

  ② 成年後見制度の活用や身元保証団体等に依頼・・・９ 

  ③ 利用をお断りした・・・２ 

  ④ その他・・・３ 

・成年後見人制度の説明や遠方の親戚を探した 

・上記①の場合、世田谷区保健福祉課・生活支援課等の関りからの相

談等が主。その場合には緊急性も考慮し本人と契約のみで利用を開

始しながら、平行して成年後見人や保佐人をつけるよう対応を図っ

た上での利用としている。 

 

（３） 今後保証人がいない方への対応についてどのようにお考えですか。 

 ① 保証人の確保ができない方の施設利用は難しい・・・７ 

 ② 本人契約での利用をすすめたい・・・１ 

 ③ 身元保証団体等に依頼して保証人を確保してもらう・・・９ 

 ④ その他・・・２ 

・成年後見制度の活用 

・施設をご利用する前から保証人や緊急時等についての問題は抱えて

いるはずであることから、利用前の在宅にいるうちから課題整理や

解決を行っておくことが必要と思います。 

 

（４） 身元保証人がいないことで困ることは何ですか。 

 ① 利用料の支払い・・・９ 

 ② 入所・退所の契約ができない・・・１０ 

 ③ 亡くなった場合の手続き・・・１２ 
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 ④ その他・・・９ 

・通院時の付き添い及び医療処置の判断 

・体調の急変時などに医療同意を誰に確認すれば良いのかわからない 

・入退院の手続きや入院中の必要品の補充、退所時の手続き 

・治療に関する延命医療を含む方針の決定 

・死亡退所後のお墓への納骨（霊園や葬儀社による無縁仏への納骨） 

 

 

 

  



28 

４ 関係機関窓口一覧 

（１）生活保護に関する相談について 

担当区域の生活支援課へ 

 

（２）介護保険の相談・受付、高齢者保健福祉サービスについて 

  担当区域の保健福祉課またはあんしんすこやかセンターへ 

 

（３）身元のわからない・引き取り手のないご遺体の取扱について 

生活福祉課へ 

 

（４）成年後見制度・あんしん事業について 

  世田谷区社会福祉協議会へ 

 

（５）高齢者等に関する相談について（退院支援について等） 

  担当区域のあんしんすこやかセンターへ 

 

 

  



29 

生活支援課、保健福祉課、生活福祉課、世田谷区社会福祉協議会 一覧 

総合支所等 

所在地 
課・係等 電話番号 ＦＡＸ番号 担当区域 

世田谷総合支所 

世田谷 4-22-33 

生活支援課 

生活支援担当 
5432-2846 5432-3034 

池尻１～３丁目、 

池尻４丁目（１～３２番）、三宿、

太子堂、三軒茶屋、若林、 

世田谷、桜、弦巻、宮坂、桜丘、

経堂、下馬、野沢、上馬、 

駒沢１～２丁目 

保健福祉課 

地域支援担当 
5432-2850 5432-3049 

北沢総合支所 

北沢 2-8-18 

生活支援課 

生活支援担当 
6804-7386 6804-7994 代田、梅丘、豪徳寺、代沢、 

池尻４丁目（３３～３９番）、 

羽根木、大原、北沢、松原、 

赤堤、桜上水 
保健福祉課 

地域支援担当 
6804-8701 6804-8813 

玉川総合支所 

等々力 3-4-1 

生活支援課 

生活支援担当 
3702-1734 3702-1520 

東玉川、奥沢、玉川田園調布、 

玉堤、等々力、尾山台、上野毛、

野毛、中町、上用賀、用賀、 

玉川、瀬田、玉川台、 

駒沢３～５丁目、駒沢公園、 

新町、桜新町、深沢 

保健福祉課 

地域支援担当 
3702-1894 5707-2661 

砧総合支所 

成城 6-2-1 

生活支援課 

生活支援担当 
3482-1390 5490-1139 

祖師谷、千歳台、成城、船橋、 

喜多見、宇奈根、鎌田、岡本、 

大蔵、砧、砧公園 保健福祉課 

地域支援担当 
3482-8193 3482-1796 

烏山総合支所 

南烏山 6-22-14 

生活支援課 

生活支援担当 
3326-6112 3326-6169 

上北沢、八幡山、上祖師谷、 

粕谷、給田、南烏山、北烏山 
保健福祉課 

地域支援担当 
3326-6136 3326-6154 

世田谷区役所 

第２庁舎 

世田谷 4-21-27 

生活福祉課 5432-2767 5432-3020  

世田谷区 

社会福祉協議会 

成城 6-3-10 

権利擁護支援

課 
6411-3950 6411-2247  
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地域 名　　称 所　在　地 電話番号 ＦＡＸ番号 担　当　区　域

池　　尻
あんしんすこやかセンター

池尻３-２７-２１ ５４３３-２５１２ ３４１８-５２６１
池尻１～３、
池尻４（１～３２番）、三宿

太 子 堂
あんしんすこやかセンター

太子堂２-１７-１　２階 ５４８６-９７２６ ５４８６-９７５０ 太子堂、三軒茶屋１

若　　林
あんしんすこやかセンター

若林１-３４-２ ５４３１-３５２７ ５４３１-３５２８ 若林、三軒茶屋２

上　　町
あんしんすこやかセンター

世田谷１-２３-５　２階 ５４５０-３４８１ ５４５０-８００５ 世田谷、桜、弦巻

経　　堂
あんしんすこやかセンター

宮坂１-４４-２９ ５４５１-５５８０ ５４５１-５５８２ 宮坂、桜丘、経堂

下　　馬
あんしんすこやかセンター

下馬４-１３-４ ３４２２-７２１８ ３４１４-５２２５ 下馬、野沢

上　　馬
あんしんすこやかセンター

上馬４-１０-１７ ５４３０-８０５９ ５４３０-８０８５ 上馬、駒沢１・２

  梅　 丘
あんしんすこやかセンター

梅丘１-６１-１６ ５４２６-１９５７ ５４２６-１９５９ 代田１～３、梅丘、豪徳寺

代　 沢
あんしんすこやかセンター

代沢５-１-１５ ５４３２-０５３３ ５４３３-９６８４
代沢、
池尻４（３３～３９番）

新 代 田
あんしんすこやかセンター

羽根木１-６-１４ ５３５５-３４０２ ３３２３-３５２３ 代田４～６、羽根木、大原

北　 沢
あんしんすこやかセンター

北沢２-８-１８
北沢タウンホール内　地下１階

５４７８-９１０１ ５４７８-８０７２ 北沢

松　 原
あんしんすこやかセンター

松原２-２８-２１  ※ ３３２３-２５１１ ５３００-０２１２ 松原

松　 沢
あんしんすこやかセンター

赤堤５-３１-５ ３３２５-２３５２ ５３００-００３１ 赤堤、桜上水

奥　 沢
あんしんすこやかセンター

奥沢３-１５-７ ６４２１-９１３1 ６４２１-９１３７ 東玉川、奥沢１～３

九 品 仏
あんしんすこやかセンター

奥沢７-３５-４ ６４１１-６０４７ ６４１１-６０４８
玉川田園調布、
奥沢４～８

上 野 毛
あんしんすこやかセンター

中町２-３３-１１ ３７０３-８９５６ ３７０３-５２２２ 上野毛、野毛、中町

用　 賀
あんしんすこやかセンター

用賀２-２９-２２　２階 ３７０８-４４５７ ３７００-６５１１ 上用賀、用賀、玉川台

二子玉川
あんしんすこやかセンター

玉川４-４-５　２階 ５７９７-５５１６ ３７００-０６７７ 玉川、瀬田

深　 沢
あんしんすこやかセンター

駒沢４-３３-１２ ５７７９-６６７０ ３４１８-５２７１
駒沢３～５、駒沢公園、
新町、桜新町、深沢

祖 師 谷
あんしんすこやかセンター

祖師谷４-１-２３ ３７８９-４５８９ ３７８９-４５９１ 祖師谷、千歳台１・２

 成　 城
あんしんすこやかセンター

成城６-３-１０ ３４８３-８６００ ３４８３-８７３１ 成城

船　 橋
あんしんすこやかセンター

船橋４-３-２ ３４８２-３２７６ ５４９０-３２８８ 船橋、千歳台３～６

喜 多 見
あんしんすこやかセンター

喜多見５-１１-１０ ３４１５-２３１３ ３４１５-２３１４ 喜多見、宇奈根、鎌田

砧
あんしんすこやかセンター

砧５-８-１８ ３４１６-３２１７ ３４１６-３２５０ 岡本、大蔵、砧、砧公園

上 北 沢
あんしんすこやかセンター

上北沢４-３２-９ ３３０６-１５１１ ３３２９-１００５ 上北沢、八幡山

上祖師谷
あんしんすこやかセンター

上祖師谷２-７-６ ５３１５-５５７７ ３３０５-６３３３ 上祖師谷、粕谷

烏　 山
あんしんすこやかセンター

南烏山６-２-１９
烏山区民センター　２階

３３０７-１１９８ ３３００-６８８５ 給田、南烏山、北烏山

烏

山

 ※ 松原あんしんすこやかセンターは、令和３年度下期に松原５－４３－２６に移転予定です。

 あんしんすこやかセンターの窓口開設時間　　午前８時３０分～午後５時（日曜・祝日・１２月２９日～１月３日を除く）

砧

　　　　　　　　　　あんしんすこやかセンター（地域包括支援センター）一覧　　　　　　　　　

世

田

谷

北

沢

玉
川

等 々 力
あんしんすこやかセンター

３７０５-６５２８ ３７０３-５２２１ 玉堤、等々力、尾山台
等々力３-４-1
玉川総合支所  ２階

 あんしんすこやかセンターは、まちづくりセンターと同じ建物にあります。（松原を除く）
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５ 各種様式 

（１） お薬手帳を活用した連絡カード（表・裏） 詳細は８ページ参照 
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（２） 熱中症予防シート（裏） 詳細は６ページ参照 
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（３） 緊急時安心ツール（【例】命のバトン 表）詳細は６・７ページ参照  
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（４） 緊急時安心ツール（【例】命のバトン 裏）詳細は６・７ページ参照 

 

 






